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（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120条の規定により、議長から、３番、近藤聖君、

６番、鈴木満君を指名します。 

  次に、日程第２、一般質問を行います。今回の

定例会議には、４名の議員から一般質問の通告が

ありました。なお、一般質問に係る時間は、質問、

答弁を含めて１時間以内に制限していますので、

ご承知願います。制限時間の経過につきまして

は、制限時間５分前に鈴を１鈴、制限時間になっ

た時点で２鈴を鳴らします。制限時間を超えての

質問あるいは答弁は、特に許可した場合のみとし

ます。 

  それでは、通告順に発言を許します。質問、答

弁とも簡潔、明快にお願いします。最初に、４番、

山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  山崎邦廣です。私から１件質問をいたします。

質問は、自然災害に対する今後の考え方について

であります。今年８月の集中豪雨の対応におきま

しては、町では大雨警報発令に伴い、人命への被

害防止を図るための迅速で適切な対処がなされ、

また時間の経過に伴い、土砂の流出による被害に

対しては、町内全域の状況把握に基づいて仮復旧

の措置などが進められました。また、町のホーム

ページでは、翌日の４日には浸水家屋の清掃、感

染防止対策の案内をお知らせするなどの迅速な

対処がなされました。 

  今回の集中豪雨では、短時間の間に急激に降っ

た雨によって小規模な河川を流れる水量が増加

した結果、土石流や土砂崩れの発生に至った特性

があります。このような大雨は、全国の状況を見

ますと、線状降水帯、８年ほど前から一般的に言

われるようになりました線状降水帯の発生など、

天気予報による正確な予測が難しいとされる大

雨の状況を見ましても、今後再び発生する可能性

もあります。 

  そこで、町におきましては８月の大雨の状況を

受けた防災対処の検討やハザードマップ改訂の

検討などを進められていると思われますが、この

ような自然災害に対する今後の考え方につきま

して、次の３点を伺います。 

  １点目の質問は、町内の小規模河川、急傾斜地

での地滑り、土石流対策について、今後の被害防

止事業の取組の考え方を伺います。 

  ２点目の質問は、土砂災害対策施設整備での県

との連携について、新たに集中豪雨の被害が予想
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される箇所の要望、協力など、今後の連携の考え

方を伺います。 

  ３点目の質問は、情報伝達の強化について、新

たな危険箇所の周知など、情報伝達につきまして

今後の考え方を伺います。 

  以上の自然災害に対する今後の考え方につき

まして、３点を伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいまの山崎議員の質問にお答えをいたし

ます。ご質問の自然災害に対する今後の考え方に

ついてお答えをいたします。まず、１点目の町内

の小規模河川、急傾斜地での地滑り、土石流対策

についてであります。現在町内における土砂災害

の警戒区域は、急傾斜地危険区域が 153か所、土

石流危険区域が 193か所、合わせまして 346か所

の指定を受けているところであります。 

  昨今は、地球温暖化などによる影響で、国内は

もとより地球規模で異常気象が多発をしており、

当町におきましてもいつ大規模な災害が発生し

てもおかしくない状況にあると認識をいたして

おります。 

  近年では、平成 28年の台風第 10号による沿岸

北部を中心に大規模な被害をもたらした豪雨災

害、令和元年 10月の台風 19号による局地的な豪

雨災害、令和２年７月の断続的な豪雨による水害

のほか、今年８月には短時間局地豪雨により国県

道のほか、河川、町道にも被害を受けております。

先般も復旧に向けましての災害査定を受けたば

かりでございます。 

  町では、こうした状況を踏まえ、一か所でも多

く危険箇所を解消するため、毎年県に対しまして

土砂災害の警戒区域における対策や砂防治水対

策を継続して要望してきたところであり、少しず

つではありますが、その対策が進んできていると

ころである、そのように認識をいたしておりま

す。しかしながら、全ての危険箇所において防災

対策を講じるということになりますと、多くの費

用と時間を要するものでありまして、ソフト的な

対策を組み合わせながら、被害を軽減する減災対

策を含めた対策に取り組んでいく必要があるも

のと認識をいたしております。 

  こうしたことから、町では道路、河川のパトロ

ールの際に、沢からの取水状況や地盤の状況など

日常との変化を注視しているほか、工事現場の現

況確認などの際にも周辺の危険箇所について状

況の確認をするよう指示しているところであり

ます。 

  また、年に１度、県の担当課、土砂災害巡視ボ

ランティアでありましたり、あるいは葛巻駐在

所、葛巻消防分署などの関係団体と連携し、実施

をしております土砂災害危険箇所点検パトロー

ルを毎年実施しているところであります。点検で

確認された危険箇所につきましては、必要な対策

を講じているところでございます。 
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  そのほかにも災害時における行動のほか、町内

の災害危険箇所や指定避難所などを記した防災

マップを平成 31 年３月に全戸配布をし、自分の

命は自分で守るという防災の基本的な考えの啓

蒙にも努めているところであります。 

  次に、２点目の土砂災害対策施設整備につい

て、県との連携についてであります。１点目でも

お答えをいたしましたとおり、町では一か所でも

多く危険箇所を解消するため、今年度におきまし

ても砂防事業１か所、急傾斜地崩壊対策事業１か

所、治山事業１か所、河川改修事業１か所につい

て、県に継続してその対策を要望しているところ

であります。こうした取組によりまして、平成 28

年度に土石流の被害を受けました平船地区にお

いては、県の早急な対応により事業が行われ、昨

年度事業を完了したところであります。 

  また、要望しております治山事業３か所のうち

２か所におきましては、今年度から落石防止工事

に着手をしていただいておりますほか、河川改修

事業においては令和元年度から用地取得を開始

し、令和２年度から工事に既に着手をしていただ

いているところであります。県への要望の成果が

着実に表れてきているものと、そのように認識い

たしております。 

  あわせまして、町の議会、そして盛岡広域振興

局土木部、岩手土木センター、町の担当課におき

ましては年２回情報交換の場を設けながら危険

箇所等の協議を行っているほか、それぞれの所管

である道路河川管理などにつきましても県、町が

相互に連携をし、効率的かつ効果的な維持管理に

努めているところであります。 

  次に、３点目の情報伝達の強化についてであり

ます。土砂災害危険箇所の指定につきましては、

県が所管している事項であり、新たに危険エリア

等の指定が行われた際には町への通知、照会があ

るほか、県主催による地域住民への説明会が開催

をされているところであります。 

  ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりまして参集型による説明会は実施できてい

ないものの、該当地区の住民の皆さんに対し、資

料等を配付するなど危険箇所の周知を行ってい

るとのことであります。 

  町でも新たな危険箇所が指定された場合には、

広報でありましたり、くずまきテレビでありまし

たり、ライフビジョンなどを通じまして住民の皆

さんに情報伝達をしてまいりますとともに、町総

合防災訓練や自主防災組織における訓練などの

機会も活用しながら、今後も取り組んでまいりた

いと、そのように思っております。 

  また、全戸配布しております防災マップの定期

的な情報更新、あるいはデジタルマップによる防

災マップの配信など、新たな方法での情報伝達に

つきましても今後検討していく必要があると、そ

のように認識をしておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 
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４番（ 山崎邦廣君 ） 

  それでは、さらにお伺いさせていただきます。

まず１点目の地滑り、土石流対策、被害防止事業

になりますが、８月の大雨では２日間の総雨量

141 ミリであったとのことでありましたので、将

来同様の大雨の発生があった場合を考えますと、

排水溝や暗渠など、排水施設の排水能力の向上も

必要になってくると考えますが、沢などを横断す

る道路の排水溝や暗渠の規格の見直し、これにつ

いてのお考えを伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 和野康弘君 ） 

  お答え申し上げます。当町の地形のまず特徴と

してでございますが、河川に接した集落が点在し

て、道路が大きな河川と並行して整備されている

というのが特徴でございます。そういうことか

ら、沢などからの排水が道路を横断して大きな河

川へ流出する排水路が多く存在しているという

状況でございます。 

  道路を横断している排水路の多くは、ヒューム

管というものを使って整備しているところが多

いわけでございますけれども、道路の路面排水だ

けを考慮した形状、大きさのものも整備されてい

る状況でございます。そういうことから、こうい

った排水が困難になるケースは多いわけでござ

いますが、ヒューム管は施工が用意でございまし

て、価格が安価になることから広く採用されてお

ります。ただ、土砂や流木など堆積物を除去する

のが非常に困難な構造となっております。また、

路面排水だけを考慮して整備されている箇所に

つきましては、豪雨時には背後地からの排水を除

去することができないということから、道路や民

地への出水や、構造物破損の原因となっていると

いう状況でございます。 

  これら排水路につきましては、地域の土地利用

に変化がやはり年々生じてまいります。そういう

ことから、排水路の形状や構造を見直す必要とい

うのは当然出てくるかなと思っておりました。こ

れまでも現地の実情などの把握に努めておりま

して、こういった災害等が発生した際には計画的

な整備をということで、少しずつではありますけ

れども、整備をしてまいったわけでございます

が、今後も見直しが必要な箇所等については整備

を進めるとともに、老朽化が進んでいる構造物な

どについても定期的な点検を進めながら整備を

進めてまいりたいと考えております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  引き続きお伺いいたします。台風や大雨の際の

防災関係施設、これはその際はパトロール強化を

行うことになっていると思います。施設などの点
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検、どうしても迅速で効率的な点検、これは考慮

されると思います。 

  そこでですが、傾斜地や、なかなか現場まで行

くまでに時間を要するようなところ、傾斜地や土

砂対策施設の調査点検、これをドローン、無人航

空機ですが、活用して迅速、効率化を図ることも

考えられますが、このドローン活用のお考えを伺

います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 和野康弘君 ） 

  お答え申し上げます。ドローンの活用について

でございますが、施設点検やパトロールの強化に

おきまして、ドローンは非常に有効な手段だと認

識しております。これまでも県や他の市町村にお

いてドローンを活用し、施設点検などを実施して

いる事例などについても報告されておりますし、

近年では講習会なども開催されております。日常

点検は目視が中心で実施されておりますけれど

も、目視が困難な場所とか現地に出向くのが難し

い場所、例えば山、山腹の崩壊、災害などによっ

て崩壊などが発生した際に、災害の調査などにも

有効ですし、橋梁や、あるいは水道の水管橋など

高い場所に、なかなか行けない場所もございま

す。そういったところを早期に点検をするという

部分では、相当効力を発揮するものだなと思って

おりますし、また点検だけではなくて、測量や各

種調査の活用にも有効な手法であるというふう

に考えております。 

  これまで当町ではドローンによる点検作業な

どは実施しておりませんけれども、今後は例えば

ドローン本体をどうするのかとか、あるいは飛行

のためのライセンス、資格者の育成など、そうい

ったハード面、ソフト面において各種クリアしな

ければならない問題等々もあろうかと思います

ので、そういったところも検討して進めていくこ

とが必要だと考えております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  それでは、２点目の土砂災害対策施設整備であ

ります。県との協力、要望につきましては、お話

しのとおり毎年度積極的に実施されております

し、施設整備につきましても推進されてきている

ところであります。お話しのとおりであります。 

  その上でになりますが、県との協力、中でも県

への情報提供の強化、これは 100ミリを超す雨量、

過去に同様の被害が発生している箇所などにつ

いては、県への情報提供、さらに強化していくこ

とも望まれると考えます。町内での土砂災害が懸

念される箇所、先ほどのお話ですと 300か所を超

える箇所でありました。土砂対策施設の整備は長

期にわたりますので、地元からの情報の積み上

げ、反映も重要な要素であると考えます。 
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  また、道路など公共インフラは地域の、地元の

生活の支えでありますし、災害復旧にも交通の確

保は重要でありますので、県との協力、中でも情

報提供の強化についてのお考えはどうでしょう、

伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 和野康弘君 ） 

  お答え申し上げます。まず、こういった土砂災

害などの早期対応につきましては、地域からの情

報が一番大切だと考えております。８月の豪雨災

害の際にも短時間に雨が降ったということで、す

ぐパトロールに出たんですが、パトロールに出た

後は被害が確認されず、それから数時間たってか

ら土砂が一気に流出したというふうな事例もご

ざいました。 

  そういったことから、パトロールをするだけで

はちょっと足りないということで、地域からの情

報というのが一番の情報源であるというふうに

考えております。 

  先ほども言いましたとおり、近年の自然災害に

つきましては、令和元年 10月の台風 19号におい

ては局地的な豪雨災害、そして令和２年７月には

断続的な降雨による水害、そして本年８月には短

時間での局地的な豪雨によっての災害というふ

うに、その時々により性質が非常に異なっている

というのが近年の災害の特徴であるというふう

に考えております。 

  そういったことから、危険区域以外においても

災害の発生リスクというのは大きいものだなと

いうことで痛感している状況でございます。 

  過去に発生した災害の情報というのは、非常に

重要な情報源と認識しておりますけれども、これ

まで同様、地元からの情報の積み上げというもの

を重要視しながら、災害発生後の現地の状況確認

などに有効なものということで考えていきたい

と考えておりますし、当然これまで同様、県との

連携を密にしながら進めていくことが重要とい

うふうに考えてございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  それでは、３点目の情報伝達強化であります。

危険箇所の周知について、もう少しお伺いいたし

ます。まず、防災情報につきましては、町からの

お知らせのほかにホームページ、気象庁、気象台、

国土交通省や河川管理者などのホームページで、

防災情報はリアルタイムで得られる仕組みとな

っております。 

  そこで、危険箇所の情報の周知になりますが、

どちらかというとアナログになるんであります

が、表示看板などによる情報発信を伺います。特

に小河川に沿う住宅地域、それから山林に隣接す

る急坂道路、傾斜の急な坂道、このような場所に
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ついては 100ミリを超すような雨量があった場合

の情報提供が重要と考えます。土砂災害から身を

守るポイントの一つに危険箇所の確認がありま

すので、そのための通行注意の看板、あるいは道

路の照明、これは連続じゃなくて危険箇所の局部

照明、これらの設置または避難経路の表示が考え

られますが、このような表示看板などによる情報

発信についてのお考えを伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 和野康弘君 ） 

  お答え申し上げます。近年は、災害などの情報

収集につきましては、インターネットなどでリア

ルタイムに情報収集が、得られることが可能とな

っております。 

  県では、土砂災害警戒区域などについて、対象

地域に看板などを設置して周知を図るとともに、

新たに指定された地域の方々へ説明会だったり

とか、あるいは資料などを配付し、危険区域の周

知を図っております。同様に町でも防災マップ等

でそういった周知を図っている状況でございま

す。 

  幸い町には、都市部などと異なりまして、豪雨

などに伴っての水没する地域というふうな、例え

ば河川よりも低いところに道路を設置したりと

かするようなトンネル方式になっていたりとか、

そういうところはほとんどないというふうに考

えております。そういったことから、豪雨時の通

行注意看板とか豪雨などを想定しての道路照明

などというのは、現在のところ町では整備されて

いないというのが現状でございます。 

  しかしながら、近年の自然災害というのは様々

なケースがあるというふうに認識しております。

そういったことから、これまでの想定外とは言い

たくはないんですけれども、これまでの経験等も

踏まえながら、そういった箇所も考えながら、通

行注意の看板なども考えていかなきゃいけない

というふうに思いますし、避難場所については防

災マップだったりとか、そういったところで明示

はしておりますけれども、避難経路というのはお

っしゃるとおり、あまりこういった形で周知はし

ていないというのが現状だと思います。そういっ

たことから、そういった避難経路の表示なども併

せまして、今後ちょっと検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  それでは最後に、副町長にお伺いします。国土

強靱化地域計画の推進に関係いたしますが、台風

による被害や集中豪雨などの自然災害が発生し

た場合の状況を踏まえての計画の見直し、これと

併せまして気候変動対策と連携した自然災害に

対する強靱性の強化など、総合的対応の重要性が



 

 

- 8 - 

 

高まってきていると考えるものですが、お考えを

伺います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答え申し上げます。ただいま総合的な対策と

いうことでございますが、お答え申し上げます。

平成 23 年でありますが、東日本大震災を受けま

して、国が今後の発生し得る大規模な地震、ある

いは台風であったり津波、こういったふうな自然

災害に対する強い国づくり、地域づくりを目指し

ての平成 25 年度に議員立法として国土強靱化の

基本法を制定しておるところでございまして、そ

れは災害に対する事前の備えというものが大き

く取り上げられているものでありますし、それに

基づいて今推進しているという状況にあるもの

であります。 

  そういう中で、その目的といたしましては人命

の保護、あるいは財産の保護、さらには公共施設

等における被害の最小化、それから経済社会の維

持、迅速な復旧あるいは復興等を目指している内

容となっておるものであります。 

  当町では県、国の計画を受けまして、令和２年

度に地域計画を策定したところであります。その

取組といたしましては、インフラ老朽化対策、さ

らには道路の交通ネットワークの機能強化、ある

いは堤防等の整備強化、さらには避難施設の整備

等のハード面のほかに、災害情報の発信や防災教

育の実施、さらにはハザードマップの確認、ある

いは避難訓練への参加、ソフト面での取組を位置

づけた地域計画としておるものであります。特に

もこの計画策定に当たりましては、災害等で発生

する際に所管庁の交付金であったり、補助金等を

受けながら、その対策を進めていくわけでありま

すが、この計画に位置づけられているというのが

大変重要なものであります。 

  こうしたことから、町が所管する道路であった

り、あるいは河川等々の、そのほか各種インフラ

等につきましてもこの計画に基づきながら、順次

被害に対する対策を構築してまいる考えであり

ます。 

  あわせまして、またこのほかに県あるいは国が

所管するといいますか、治山事業であったり、河

川改修であったり、あるいは砂防事業等々あるわ

けでありますが、これにつきましても先ほど町長

からも答弁しておりますように、県との連携をし

っかりとしながら、町内での自然災害に対する総

合的対策を講じてまいりますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  これで私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  一般質問を続けます。次に、８番、辰柳敬一君。 

 

８番（ 辰柳敬一君 ） 

  私は、通告してあります２点についてお伺いを

いたします。１点目でありますが、江刈中学校の

体育館についてお伺いをいたします。校舎につき

ましては、耐震補強の工事とリフォームをしてい

ただきました。そして、エアコンを整備していた

だき、子供たちは夏も冬も快適な学校生活を送っ

ております。心から感謝を申し上げるところであ

ります。 

  体育館につきましては、建設当時のままであ

り、冬は寒く、夏は暑いという厳しい環境にある

と思っております。当局として今後の対応も含

め、考え方をお伺いいたします。 

  ２点目でありますが、畜産バイオマス発電につ

いてお伺いいたします。常任委員会の視察につき

ましては、大変多忙な中、町長にも同行をいただ

き、上士幌町、鹿追町、両町とも町長さん自ら説

明をしていただき、本町にとって大変参考になる

事例を研修させていただきました。ナイタイ育成

牧場では、バイオマス発電施設を利用しながら、

効率的な牧場の運営を行っておりました。 

  以上のことから、すばらしい研修であったとい

うふうに私は大変高く評価をしております。今後

の葛巻の酪農を進めていく上で、全てのことが参

考になったというふうに考えております。 

  そこで、町長にも同行いただきましたが、上士

幌、鹿追両町の取組についての感想と、あるいは

葛巻町での今後の取組の可能性についてお伺い

をしたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいまの辰柳議員の質問にお答えをいたし

ます。１件目の江刈中学校体育館について、今後

も含めた考え方についてお答えをいたします。国

では、平成 25 年にインフラ長寿命化基本計画を

策定し、施設の中長期的な維持管理、更新に係る

トータルコストの縮減や予算の平準化を図るこ

ととしたほか、文部科学省におきましても平成 27

年から学校施設の長寿命化に向けた取組を推進

してきたところであります。 

  さらに、全国的な人口減少、少子高齢化を背景

に、学校施設の集約化、共同利用に関する取組事

例集を令和２年３月に公表し、学校施設の共同利

用を推奨している状況にあるほか、昨今の異常気

象により冷暖房設備の整備なども進められてき

た経緯もございます。 

  町では、こうした状況等を踏まえまして、体育

館における寒冷対策につきましては、施設整備時

に暖房設備を導入している葛巻小学校、葛巻中学

校、小屋瀬中学校を除く４校につきましては大型

ストーブを配備し、対応しているところでありま
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す。あわせまして、冷房設備につきましては、令

和２年度に大型扇風機を購入し、全ての小中学校

に配備させていただいているところであります。 

  また、学校施設の共同利用につきましては、屋

内型のプールを有する葛巻小学校、葛巻中学校の

施設について、他校の児童生徒が体育の授業で利

用している実績となっております。 

  町では、こうした国の取組などを受けまして、

平成 27 年度に江刈中学校の体育館について、校

舎と併せまして耐震改修工事を実施しておりま

す。その充当財源といたしまして、国庫補助金の

学校施設環境改善交付金と、地方債の全国防災事

業債を活用したところであります。このことに伴

いまして、改修後の校舎及び体育館につきまして

は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律、いわゆる適化法の適用を受ける施設となっ

ております。適化法では、原則 10年間は財産処分

や目的外利用ができないことが規定されている

ところでありまして、仮に江刈中学校の校舎や体

育館を新改築しようとする場合は、令和８年以降

でなければ実施できないものとなるものであり

ます。こうしたことから、新たな学校施設整備に

つきましては、国が示しております整備、管理に

対する考え方はもとより、今後の児童生徒数の推

移あるいは地域のニーズなどを総合的に踏まえ

まして取り組んでいく必要があるものと認識を

いたしております。 

  次に、２件目の畜産バイオマス発電につきまし

て、視察を踏まえての感想と当町での取組の可能

性についてお答えをいたします。初めに、視察を

踏まえての感想でありますが、乳牛導入から 130

年という節目の年を迎えまして、町の基幹産業で

ある酪農をより進展、推進させていくために、視

察をいたしました両町の施設等を視察する機会

が得られましたこと、大変有意義な視察であった

と、そのように思っております。特にも酪農の推

進と併せまして、他に先駆けて再生可能エネルギ

ーの導入や循環型社会の形成などに取り組んで

きた当町にとっても大変参考となる取組ばかり

であったと、そのように思っております。 

  中でも酪農経営の規模拡大が進む中にあって、

家畜排せつ物の適正処理が課題の一つであるわ

けでありますが、家畜排せつ物を資源に畜産バイ

オマス発電が行われ、温室栽培でありましたり、

果実の栽培等、有効活用することで新たな産業や

雇用につなげておる状況を視察させていただき、

当町でもああいったことを実現できればと、その

ように感じたところであります。 

  こうした中、当町での取組の可能性についてで

ありますが、町では平成 26 年に新葛巻型酪農構

想を策定し、効率的かつ合理的な生産体制の整備

と生乳の高付加価値化を図ることで、100 年先ま

で持続する酪農郷を目指すべく取り組んできた

ところであります。構想では、この目標を達成す

べく５つの大きな施策を推進し、酪農生産体制の

強化を図ろうとしており、その大きな特色の一つ

が畜ふんバイオマス施設による地域内への熱源

供給システムの構築でありました。この取組は、
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家畜排せつ物を自己完結型から一部大規模共同

処理型に移行し、余剰熱を温室栽培でありました

り、その他活用していく、そういう計画であった

わけであります。平成 29 年度に説明会を開催い

たしましたところ、酪農家の皆さんから、残念な

がら賛同が得られなかったものであります。した

がって、事業実施にはならなかったものでありま

す。 

  町では、新葛巻型酪農構想の実現に向け、畜産

バイオマス発電は重要な取組であり、引き続き先

進事例の調査や課題解決に向けた協議を行って

いるところであります。こうしたことから、今後

酪農家の皆さんから賛同が得られる事業となる

よう、さらには新たな産業や雇用につながる事業

となるよう、調整を今後進めてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  辰柳敬一君。 

 

８番（ 辰柳敬一君 ） 

  １点目の中学校の体育館の問題であります。い

ろんな補助を使って校舎の整備をいただいたと

いうことで、令和８年まではいろんな事業ができ

ないということであります。 

  先ほど町長からお話がありましたように、江刈

地区には残念ながら体育館等々が、暖房という

か、そういった設備がありません、どこの学校に

も。でありまして、ただ先ほど山崎さんの質問に

もありましたように、今の降雨災害というのは、

今までであれば沢があって、川があって、それが

あふれるというようなことで、本当に何にもない

ところへ突然雨が降って災害が起きるというよ

うなことでありますから、どの地区でもいつ発生

してもおかしくないな。そういった意味では体育

館を。 

  ただ、私は江刈地区の、この間もちょうど我々

が北海道へ行ったときに文化祭が行われたわけ

でありますが、中学校があり、小学校があり、そ

ういったことから江刈地区でも文化祭ができる

わけでありまして、あれが全て統合して江刈地区

から学校とか保育園がなくなると、そういった行

事もできないということになるものであります

から、町の発展を期するためには何とか残してい

ただきたい。そのためにはきちっと体育館を整備

していただいて、緊急の際にはそういった避難の

場所にも使えるというようなことを考えていた

だきたいな、そんなふうに思います。 

  でありますので、教育長にお願いしますが、ぜ

ひ江刈中学校の体育館を、校舎をやっていただい

たときも体育館についてはリフォームも何にも

できないと、これはやるとすれば改築以外にない

ということで、全く手をつけないでおりますの

で、特にも中学校の時代というのは体力的にも急

成長する大変大事な時期でありますので、その辺

につきまして、ぜひ江刈中学校へ行って体育館を

見ていただいて、あるいは校長先生からいろいろ

お話を伺って、ひとつぜひ対応していただきた
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い。その点について教育長からお話をいただきた

い。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 鹿崎良宏君 ） 

  お答えいたします。江刈中学校の体育館につき

ましては、私も２度、３度と足を踏み入れさせて

いただいたところでございます。最近では江刈中

学校の文化祭の際に、体育館で行われたところを

拝見したところでございました。 

  辰柳議員さんのおっしゃるとおり、体育館に冷

房、暖房施設が整っていないというのは感じてき

たところではございますが、それから今お話ござ

いましたとおり、中学校３年間、体育館を使って

の体力づくり、体力向上、それから体づくりとい

うところで非常に大事な施設であるというとこ

ろは私も同意するところでございます。 

  つきましては、先ほど町長からお話ありました

とおり、縛りもあるところではございますが、生

徒たちのためにというところで前向きに検討し

てまいりたいと思ってございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  辰柳敬一君。 

 

８番（ 辰柳敬一君 ） 

  ぜひとも江刈中学校では体育館が山のすぐそ

ばであって、いろんな虫が入ってきたり、あるい

は山がすぐそばにあるというようなことで、危険

でもあるのかなと思っております。場所を移すな

り、あるいは役割を、先ほど申し上げたように災

害等があった場合は避難ができるような、そん

な、江刈地区にもう一か所ぐらい、そういう体育

館があってもいいのではというふうに考えます

ので、多方面からひとつ考え、ぜひとも実現に向

けて考えていただきたいとお願いを申し上げる

次第であります。 

  それでは、あと２点目でありますが、私、ここ

に新葛巻型酪農構想を持ってきておりますが、Ｔ

ＭＲセンターの設置であるとか、あるいはコント

ラクター、あるいはふん尿処理の問題のためにバ

イオ発電ということでありました。この間の研修

では、全てが今後の酪農発展のためには欠かすこ

とができないことであったな。 

  それと、ここに上士幌の小学生が考えた「世界

の未来を変える私たちの行動」というのを、いわ

ゆるバイオマス発電をやったことによって、子供

から大人まで全員がゼロカーボンを目指して、い

わゆる食べ物を無駄にしないであるとか、電気の

無駄はしないとか、そういった単なる電気をつく

ることだけではなくて、町全体で取組を進めてい

るというようなことから、本町でもぜひこれは取

組を進めるべきであると、こんなふうに思ってお

ります。 

  今、世界の中でカナダが一番循環型社会、ある

いは循環型農業の取組を進めているというふう
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に伺っております。その中で、最もカナダでキー

ワードとしてやっているのが、まず始めようと、

まずやれと。例えば我が町でも、まずコントラク

ターの組織を整備することが私は大事だなと。そ

れから２つ目には、ナイタイ牧場も研修したわけ

でありますが、いわゆるバイオマス発電をやって

いることによって、ふんはローダーで押していっ

て、たまったものは全部今度はバイオ発電のほう

で持ち帰る。そして、草地へ液肥を、必要なとき

は来て散布をしてくれる、そういった取組であり

ましたから、本町ではぜひこれはすぐ取り組まな

いと。もちろん取り組むと課題が出てまいりま

す。でも、そのときに考えればいいことであって、

まずはひとつ取り組むことだなと。 

  この前の研修には、農林課長も一緒に行ってお

られるようであります。あるいは、これまでの葛

巻の新葛巻型酪農構想によっていろいろ取組を

進めておるところでありますが、これまでの成

果、それから私は上士幌に行って感じたのは、本

町ではアンケートを取ったわけです、各農家か

ら。上士幌では、直接出向いて説明をして、疑問

には答えながら要望を取りまとめたということ

でありました。その辺も大きく違ったなというふ

うに思ってまいりました。 

  そういうことで、農林課長はこれまでも 100年

先を見据えた新葛巻型酪農構想の取組を進めて

きたわけでありますので、これまでの成果と、そ

れから北海道を視察しての今後の取組はどのよ

うにあるべきというふうに考えておられるのか、

その辺についてお願いをいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 服部隆行君 ） 

  お答えを申し上げます。これまでの成果、実績

でございます。まず、平成 26年度に新葛巻型酪農

構想を策定してございます。先ほど町長からもご

ざいましたが、この構想には大きく５つの施策を

定めてございます。その中の大きな一つの特徴が

議員おっしゃいますような畜ふんバイオマスに

よる熱源、電源供給でございます。 

  こういったことを踏まえまして、これまでの流

れを少しご報告というか、ご説明をさせていただ

きたいと思いますが、平成 28 年度でございまし

たが、バイオマスエネルギー活用型の園芸施設設

置検討業務、こちらをスタートいたしました。こ

の際にはプラントの諸元でありますとか、基本設

計の策定、それから施設園芸等に有効利用できる

方策の検討などを行ってございます。 

  次に、平成 29年度、翌年でございますが、バイ

オマスエネルギー活用型の周年作物の栽培推進

の調査業務、こちらは施設園芸に係る調査、バイ

オマス施設の調査等を実施してございます。同じ

く同年の９月に農家さんに対しての説明会を開

催したところでございます。この際には賛成の農

家さん、反対の農家さん、いわゆる賛否両論あっ

たというふうに理解をしてございますし、同じく
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29 年 11 月に希望調査を実施してございます。約

140 戸の農家さんに対しまして調査を行いました

結果、利用の希望農家さんが約 20戸、14％ほどで

ございましたし、希望なしとお答えになった農家

さんが 58 戸、約 42％、それから回答がなかった

農家さんが 62 戸、44％という結果でございまし

た。 

  そういった説明会、アンケートの結果で明らか

になった課題といたしましては、大きく３つある

と考えてございます。１つは、消化液の処理でご

ざいます。例えばふん尿１トンを処理する場合

に、液肥が 0.8トン、それから堆肥が 0.2トンと

に固液分離されますが、これまで農家さんが行っ

ている堆肥処理と異なりまして、液分が大変多く

発生することになりますことから、貯留槽の容量

不足ですとか、液肥の散布作業の増加が懸念され

たところでございます。 

  それから、２点目は、これが非常に大きな課題

と理解しておりますが、利用料金の件でございま

す。建設費並びに運営管理費を合算し、農家負担

とした場合については、１頭当たり年間８万円と

いう数字を提示させていただいたところでござ

います。こちらが高額であったというふうなこと

がございました。 

  それからもう一点ですが、運営主体の問題でご

ざいまして、当時は特別事業目的会社を設立いた

しまして、利用料金で施設を運営することを検討

したわけでございますが、町内初の組織形態とな

ることから、出資者の連携あるいは意思統一の形

成が懸念されるといった、主に大きくは３つの課

題があったというふうに理解をしてございます。 

  それから、上士幌に私も視察させていただきま

した。議員おっしゃるとおり、上士幌でもかなり

の時間をかけて全戸の農家さんから聞き取り調

査を行ったというふうに伺ってございます。資料

を見ますと、平成 26 年に検討会を発足させまし

て、上士幌では５基のプラントが稼働しておりま

すが、第１号機といいますか、１つ目のプラント

が売電開始されるまでに約３年の歳月を要して

いるというふうなことでございました。 

  そして、何よりもセンター長さんが強調してお

りました事項としましては、参加される農家さん

の意思確認、それからふん尿処理に対する課題意

識の共有ということを第一に挙げられておりま

した。それから、プラントの運営ルールにつきま

しては、農家さんとの間で最初の段階で徹底して

いくことが必須であるというふうなことを非常

に強調されておられました。 

  さらには、北海道の場合は、議員おっしゃいま

すとおりＴＭＲセンターでありますとか、コント

ラクター、生産基盤のインフラが非常に充実して

いる、その中でバイオマスプラントも稼働してい

るというふうな条件もそろっているというふう

に感じておりました。葛巻町に直接当てはまる部

分は、参考となる部分は大変多いわけでございま

すが、そうした生産インフラの整備、そういった

ものも今後検討していかなければならないとい

うふうに感じてございます。 
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  以上でございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  辰柳敬一君。 

 

８番（ 辰柳敬一君 ） 

  本町のいわゆる取組は、まさに上士幌であった

り、鹿追であっても本当に、それをもう既に実践

しているということで、私は大変感動を持ったと

ころであります。特にも、この後でやりますが、

副町長もいわゆる 130年のあれで、農林環境エネ

ルギー課長たちと一緒に上士幌、あるいは我々と

同じコースを研修されたようでありますので。 

  実は、上士幌ではバイオマス発電を始めた頃か

ら、65年ぶりに人口が増加したということです。

それ以来、ずっと毎年人口が、若者が増えている

ということでありますから、単なる畜産バイオマ

ス、あるいは我が町では木質もそうであります

が、その取組を進めることによって、当然若い人

が、特にもあの熱源を利用してハウスなどをやる

ということになりますと、若者が恐らく増加す

る。すると、自然に子供も増えるということにな

る。ですから、まずはやると、町全体が絶対よく

なる。 

  それと、この間もＣＯＰ20で、いわゆる先進国

が後進国を水没させて 2,500万人ぐらいの人が移

住を余儀なくされている、それはとにかく先進国

の責任だというようなことで、今回何か基金を積

み立てたようですが、そういったことから、少な

くとも本町で臭いの問題がある。私もおかげさん

でふん尿と分離して、液を曝気をかけて、そうす

ることによって何がいいかというと、どんなに天

気がよくても、牧草を刈った後に散布しても全く

牧草が死ななくて、物すごくいいあれになるんで

す。ですから、もちろん臭いも相当軽減されると

いうことでありますので、恐らくバイオ発電をや

って、葛巻から臭いの問題、春の大変な臭いなわ

けでありますが、そういったことも解決ができる

ということで、即刻これは実施に向けてやってい

かなければ。 

  あるいは、公社牧場にあっても、今鉄が３倍に

も５倍にも値上がりをしているということで、ナ

イタイ牧場で 250トンの育成舎、あれを１人で楽

に管理しているということでありましたが、木造

でやると１億 5,000万円、補助、いろんなのをも

らって。今鉄骨でやると３億円もかかるというん

です。ですから、やっぱり本町の公社牧場の育成

舎というのは、これは課題であります。何とか早

くよくしていただいて、同時にバイオ発電もやる

ことによって、さらに効率のいい牧場経営ができ

るんだな、そんなふうに思っています。 

  そういったことでありますので、副町長も一緒

に行っていろいろ見てこられたと思います。私は

間違いないと、あれはやると町全体がよくなると

いうことでありますが、副町長はどのように感じ

て、今後どのように進められるお考えなのか、そ

の辺についてお伺いします。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  ただいまの質問にお答えいたします。10 月 24

日からでありましたが、３日間であります。酪農

家、そしてまた酪農、畜産関係者といいますか、

総勢９名でございました。そういう中で、その中

には当然酪農後継者、若い人たちも一緒に入って

いただいて、今回は乳牛導入 130年記念の研修事

業といいますか、そういう中での計画実施をした

ものでございます。 

  そういう中で、酪農経営を持続できる産地づく

り、そしてまた収益性の高い畜産への転換、そう

いうこと等を目指しながらのテーマを持って今

回の視察でありましたし、そういう中で北海道の

上士幌町を中心に、我々のメンバーはそちらのほ

うを中心に回ったところであります。 

  そういう中で、ナイタイ牧場の関係の話もござ

いましたので、少しお話しさせていただきます

が、総面積は約 1,700ヘクタール、日本一の広い

公共牧場といいますか、そういう経営をされてい

る牧場でありましたし、平成 25 年に町から指定

管理を受けて、上士幌町の農協が管理運営をして

いるというものでもありました。 

  上士幌町は、酪農家の作業の分業化を進めてお

りまして、粗飼料については収穫作業をコントラ

クター、ＴＭＲ調製作業をＴＭＲセンターに外部

委託しているという、そういう内容であったと思

っております。そして、委託先からは、酪農家に

は土地利用、それから原材料費が支払われて、酪

農家は調製された餌を買い取る、そういう仕組み

になっておったと思っております。これによりま

して、酪農家は搾乳管理に専念できる、そういう

体制、そしてまた大規模な生乳生産ができるよう

な、そういう経営を目指してのものでございまし

た。 

  それから、ドリームヒルという、そういう日本

一美しい牧場ということで、そこも視察をさせて

いただきましたが、最新のロボット設備を導入い

たしまして、省力化、そしてまた作業の効率化等

を図ることで次の世代の酪農形態を実践されて

おる、そういう牧場でありました。敷地内にはバ

イオマス発電が２基ございまして、発電された電

気でありますが、場内で使用する電力に使用して

いるほか、売電もされておりました。また、発電

時に発生するガスを利用して、先ほど以来いろい

ろお話ありますように、温室ハウスでフルーツな

ども栽培するなど、牧場内での全ての自己完結と

いいますか、そういう形で進められているなと、

そういう酪農経営を目指しているものでありま

した。 

  それからもう一つでありますが、上士幌町の資

源循環センターもございまして、町では今ギガフ

ァームの拡大が進んでいるというような状況の

町であります。生乳生産に伴いまして、ふん尿の

適正処理が課題となっており、こうした課題を解

決して、そして酪農家が搾乳に専念できるよう
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に、先ほどと同じようにやはり分業の分でありま

すが、そういう中で、目的でこれも資源循環セン

ターが設立されて経営されておったと、このよう

に思っております。 

  そういう中で、今回の施設といたしましては、

主に私は３施設を、そして次の日、早めに帰って

きましたから、３施設を視察させていただいたわ

けでありますが、畜ふんバイオマスによる電源あ

るいは熱源として有効に活用する、そしてまたそ

のことによって新たな産業であったり、雇用につ

ながっている、そういう先進的な事例と、このよ

うにも思ったところであります。 

  酪農家の一部作業を請け負うコントラクター、

組織に委託して、酪農家では今のように搾乳に専

念するということでありまして、この計画はまさ

に町長から答弁しております平成 26 年に新葛巻

型酪農構想が、まさに今話しされておる内容が盛

り込まれた目標といいますか、その計画になって

いるものでありまして、むしろ先駆けて農家の理

解が得られますと、もう既に町としてもそういう

形が一歩進んでいた、そういう今の時期ではなか

ったかなということも感じてきたものでありま

す。 

  いずれそういう中に、非常に今、辰柳議員さん

から、そういう面では町のほうの取組がどうかと

いうような、一部あったような感じもするんです

が、そういう中に最善の努力も、先ほど課長から

も話ししましたような経緯の中で努力もしなが

ら、説明会も何度も地区に出向いての開催をしな

がら努めたわけでありますが、残念ながら合意に

は至らなかったと。一番最初の段階におきまして

も、その必要性というのを、140 戸ほどあった中

でも 20 戸というような形にもなっておりました

から、本当に難しい内容であるなと、このように

も思っておるわけでありますが、いずれそういう

中では先駆けた一つの構想を示しながら、ここま

で取り組んできたというのが経緯としてあるこ

ともご理解をいただきたいと、このように思いま

す。 

  そういう中で、今後でありますが、乳牛導入 130

年を記念いたしまして、先般はシンポジウム等も

開催いたしましたし、それは住民の今の課題に対

する共通認識となっていただくということ、そし

てまた次の世代にしっかりつないでいくという、

そういう思いの中で今回記念事業として開催し

ているわけでありますが、いずれ町内の酪農家あ

るいは畜産関係者と、今回は議会の常任委員会と

北海道十勝地方、それ以外の今回の 130年の実行

委員会も含めて、同じようなところを、同一の課

題を一緒に行って、いろいろ視察もしていただい

ておりますので、この課題解決に向けて、さらに

一緒になって進めていかなければならないと、こ

のようにも思っておるところであります。今後に

おきましても酪農家と協議を重ねながら、その必

要性、重要性をしっかりと理解しながら前に進め

ていかなければならないと、このように思ってお

りますので、ご理解を賜りたいと思います。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  辰柳敬一君。 

 

８番（ 辰柳敬一君 ） 

  ありがとうございます。いずれ以前から、私は

何回もバイオマスについて質問をいたしており

ますが、前向きに検討したいということでありま

すが、ただ実現になかなか至らない。 

  そこで最後に、町長に、来年度は町長任期なわ

けでありまして、いずれ何とかバイオマス、木質

バイオ、こういったもの、あるいは高速道路、こ

れは何とか道筋をつけてもらいたい。 

  それで、最後でありますが、江刈中学校の体育

館につきましては別な形で、いわゆる今は江刈農

村センターが避難所になっておりますが、もし暖

房等を備えた体育施設等があれば、さらに地域の

皆さんが安心して暮らすことができるなという

ふうに考えますので、いろんな国の制度をうまく

利用していただいて、何とか整備をしていただき

たい。 

  それから、上士幌、鹿追、どちらに行っても役

所では整備をする、バイオマスにしろ。そして、

その運営は全て農協が、ＪＡが取組を進めており

ました。これは、本来ある姿だろうと。どうもこ

の地区のＪＡは、積極的にそういったものに。と

いうのは、私も理事をやって、合併する際に、そ

の条件の一つが、例えばここでいいふん尿ができ

たら、雫石、西根へその堆肥を持っていって、い

い米を作るとか、そのために新いわてとして合併

するんだというような話でありますが、実際はそ

んなことどうも取組を進めない、利益の上がらな

いのはやらないというような。ぜひとも今後、町

とＪＡ、しっかりと手を組んで、特にもバイオマ

スであったり、このことを進めるべきだというふ

うに思います。そういったことで、ひとつこれか

らの町長としてどのような。 

  あるいは、私先ほど申し上げましたように、カ

ナダではまずやれと、まず事業をやれと。やって

問題が出たら、そこで考えろと、そうしないと物

事がなかなか進まないわけでありますので、もち

ろんやらなければ楽なわけです。やることによっ

て課題、問題が出てくるから。でも、それをやら

ないと葛巻の酪農は、今農業新聞を見ますと毎日

離農、離農、離農、都府県の酪農はもう無理だと

か、そういうあれなんです。我が町もそういった

事例がこれからどんどん出てくるんだろうと思

いますので、その前にきちっとバイオマス等で対

応しなければならない。そういったことで、最後

に町長からその辺についてお伺いをいたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいま辰柳議員から、最後に町長にというこ

とでありますが、最初の１点目の江刈中学校の整

備につきましては、今後学校施設のみならず、有

事の際には地域の皆さんが有効に安心して活用
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できるような、そういった新施設を住民の皆さん

の期待に沿えるように今後前向きに進めていか

なきゃならない、そのように思っているところで

あります。 

  それからまた、先般上士幌町を視察してであり

ますが、実は先ほど以来、副町長の答弁にもあり

ましたとおり、同じ時期に計画をしたものであり

ます。平成 26年、上士幌の町長とはお互いに町長

就任以前から交流があり、そしてその当時、私も

公共牧場の経営の担当しておりましたし、上士幌

の町長も当時ナイタイ高原牧場の担当をしてお

られ、そういったことでの交流があったものであ

ります。その同じ時期に将来の酪農構想、バイオ

マスプラントを提案したわけでありますが、上士

幌は着実に一歩ずつ前進をし、我が町は酪農家の

皆さんから２割の賛同も得られなかった。そうい

ったことから、２割も得られない中で戸別訪問し

て説得するということには至らなかったわけで

あります。５割前後であれば、それは別な形で考

えなければならなかったのだろうというふうに

思いますが、その時点で我々の進め方にも多少問

題があったのかもしれません。それでも町として

は、町、県、ＪＡ、そして岩手県農業公社、それ

から農水省からも職員を派遣していただいて、そ

してしっかりと将来国の補助事業も葛巻に合っ

たような形で整備もしていた先、進めてきたもの

でありましたが、残念ながらバイオマスプラント

については、そうはならなかった。その時代もバ

ナナであったり、マンゴーであったり、そういっ

た果物の果実の栽培の話もしたものであります

が、そういったところも当時は理解されなかった

ものの一つであったなというふうに感じている

ところであります。 

  それからまた、辰柳議員、再三にわたっておっ

しゃっておられますように、新しいものに挑戦を

する、そして課題が出た都度、それを解決してい

くと、これがいいという、私もそういう思いでこ

れまでいろんなものに取り組んできたものであ

りまして、新たなものに挑戦をしていきますと必

ず問題は出てくる。その都度、その時点、その時

点で解決に向けて努力するわけでありますが、大

変な労力でありましたり、心労でもあるものであ

ります。ミルクの町、ワインの町、公共牧場、ど

れも私も大変な苦労してきたものでありますの

で、できれば住民合意があるものからやっていく

のが職員としても楽だなと、そんなふうにも感じ

ているところであります。 

  新しいものに何か挑戦しますと、実績はどうな

っている、計画に対してどうだ、そういった話が

必ず出てくる。なかなかそのとおりにいかないわ

けでありますが、それでも私は諦めないで継続す

ることが、やがて成功につながる。諦めないこと、

歩みを止めないこと、そして果敢に挑戦すること

が大事、その辺は議員の皆さんからも寛大にご理

解をいただかないと、新しい事業などには挑戦で

きないということもご理解を賜りたいというふ

うに思います。 

  しかしながら、このバイオマスプラントに関し
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ては、将来の永続する酪農を考えますときに避け

て通れない、そういう課題であろうと、そのよう

にも思います。そして、町の基幹産業を観光まで

つなげようと、そしてまた新たな雇用の場であり

ましたり、新たな産業を創出しようとするときに

大変有効なバイオマス事業でありますので、これ

らについてもより多くの方々からご理解をいた

だきながら、さらに全国的に見れば多少遅れたス

タートになるかもしれませんが、早い時期に追い

つきながら、追い越しながら、そして当初計画し

たような、そういう葛巻型酪農、さらに力を入れ

ながら推進をしてまいりたい、そのように思いま

すので、議員各位のより一層のご理解とご支援を

賜りますように私からもお願いを申し上げる次

第であります。よろしくどうぞお願いいたしま

す。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  辰柳敬一君。 

 

８番（ 辰柳敬一君 ） 

  ありがとうございました。上士幌の町長さんの

お話では、バイオマス発電は一石五鳥だと。一石

二鳥というのは聞いたことありますが、一石五鳥

だということでありました。ぜひ職員の皆さんに

は、そういったことで間違いがありませんので、

絶対褒められますので、ぜひ取組を進めていただ

くようお願いを申し上げまして質問を終わりま

す。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ここで 11時 35分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １１時２５分 ） 

（ 再開時刻 １１時３６分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。５番、柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  12 月定例会議一般質問、３人目の柴田勇雄で

す。今回の一般質問では２項目についてお尋ねを

いたします。 

  本題に入る前に、今 12 月定例会議は新庁舎が

11月に開庁され、初めてこの議場を使っての議会

であり、記念すべき使い初めとなります。設備等

も全て新調され、新鮮さや使いやすさが充満して

おります。最上階の５階の議会棟も県内最少議員

数 10 名に合わせた利便性の高い議場、会議室等

が整備されました。町民の皆様から気軽においで

いただける議会傍聴席入り口前には、ゆったりと

した眺望ロビーがあり、そこから眺める町中心

部、ふるさとのきれいな景色が広がっておりま

す。 

  新庁舎建設に当たっては、当初予測できなかっ

た固い地下岩盤の地層等から機械を設けること

ができず、設計の大幅な見直しが余儀なくされ、
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大型建設工事が再入札されるという異例の工事

スタートとなった経緯があります。このような事

情から、新庁舎の完成は１年少々ずれ込みました

が、新庁舎の完成を全町民とともに喜びを分かち

合いたいと思います。好環境の新庁舎、ここで働

く町職員、議案審議に当たる我々議員は、これを

契機に、さらなる町民の福祉、サービスの向上等、

活力あるまちづくりに積極的に取り組んでいく

べきと考えます。 

  さて、本題に戻りますが、最初に令和５年度当

町の主要事業等についてお尋ねをいたします。今

葛巻に住んでいて、住んでいる地域が閑散として

いると感じている人が多いと考えます。当町の人

口は、全盛時には約１万 6,000 人が、今では約

5,600 人と３分の１までに減少し、全国でもいち

早く過疎化、高齢化、少子化の波が押し寄せてき

ている厳しい現状にあります。過疎化を招く要因

の一つに、雇用の場が少ないという点と、雇用が

あったとしても給与が安く、子供を持つ家族は養

っていけないという事情等も背景にあるようで

す。町から新たなものを生み出していくために

は、若い世代を町にとどまらせ、町で才能や能力

を育てていく必要があります。また、若い世代が

いないという点も町が抱えている大きな課題の

一つと思います。町に若い世代がおらず、高齢化

が進んでいるという事情は多くの町に共通した

悩みと思います。 

  まず、若い世代が働きやすいと感じる環境や雇

用づくりを町が進めていくことが重要と考えま

す。また、若い世代の感性を受け入れる姿勢が地

域に求められると思います。現に若者のアイデア

やイベントなどが地域活性化の起爆剤になって

いるケースはたくさんあり、若者の力を生かすこ

とができる場を町としても用意しておくことが

強く求められると思います。 

  さらに、昔からその地域に住んでいる高齢者が

外から入ってきた若い世代をどのように受け入

れるかという点も地域を活性化させるためのポ

イントに挙げられると思います。若い世代が地域

に移り住んでくるということは、高齢者にとって

も、また若い世代にとっても大きなメリットがあ

ると思います。町にとって若い世代が増えていく

ことは、地域活性化に直結する最重要事項と考え

ます。 

  今議会に条例提案されている来年４月１日供

用開始予定の田子地区に建設の若者雇用促進住

宅６戸の整備は、若者定住雇用施策の一環として

今後大きな役割を果たしていくものと期待して

おります。これら施策に連動する次の新年度の当

町の主要事業等についてお尋ねをいたします。 

  １つ目に、新庁舎周辺に葛巻病院をはじめ、養

護老人ホーム、高齢者福祉センター等大型施設が

整備されました。新年度、当町で開催予定の主な

事業、イベント等について伺います。 

  ２つ目に、新年度の予算編成につきましては最

終調整段階にあると思われますが、予算編成方針

と予算案規模について伺います。 

  ３つ目に、若い世代が地域活性化に貢献できる
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関連施策等を盛り込んだ新年度のソフト、ハード

の新規主要事業について伺います。 

  次に、２項目めの新庁舎用物品購入に係る調達

等についてお尋ねをいたします。新庁舎が 11 月

に開庁され、これに伴う多くの必要な物品購入の

調達がなされたと思います。令和４年度一般会計

当初予算で、庁舎建設費、備品購入費で１億 7,296

万円と今議会の第４号補正予算で 600万円の組替

え計上で、合わせて１億 7,896万円の予算となっ

ております。財産の取得の場合、予定価格 700万

円以上の物品の買入れの際は議会の議決事項と

なっておりますが、このような事例も発生してい

ないようですので、次の事項についてお尋ねをい

たします。 

  １つ目に、新庁舎用物品購入に係る契約方法に

ついて伺います。 

  ２つ目に、物品購入の主な内容と割当て予算の

消化状況について伺います。 

  ３つ目に、新庁舎用の物品購入に係る町内商店

からの購入実績について伺います。 

  ４つ目に、新庁舎管理経費の動向について伺い

ます。 

  以上、１回目の質問といたします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいま柴田議員からは、一般質問の前にまち

づくりに対しましての今後の多くのご提言を賜

りました。大いに参考にさせていただきたいと、

そのように思います。 

  質問の１件目でありますが、令和５年度当町の

主要事業等について、その中の１点目、新年度当

町で開催予定の主な事業、イベント等についてで

あります。新型コロナウイルス感染症が日本国内

で確認されてから、間もなく丸３年が経過しよう

としております。この間様々な行事、イベントが

中止や規模縮小、延期を余儀なくされてまいりま

した。当町におきましても、令和２年に予定して

おりました町制 65 周年記念事業をはじめ、様々

な行事、イベントはもとより、関連して観光業、

飲食業などにおいては大きな影響、打撃を受けて

おります。 

  そうした中、冷え込む地域経済の活性化を図る

ため、徹底した感染症対策はもとより、新たな試

みや取組などで、徐々にではありますが、それぞ

れの地域で行事、イベントが開催されるようにな

ってきたところであります。 

  当町におきましても、今年度は全国規模のイベ

ントといたしまして、全国風サミットｉｎくずま

きを、また乳牛導入 130年を記念した酪農シンポ

ジウムを新庁舎で開催するなど、町の魅力を発信

する場が創出できたものと認識をいたしており

ます。 

  また、町民まつり、産業まつりにおいては、一

昨年度に引き続きまして中心市街地の一部を会

場とし、国道 281号の一部を歩行者天国とするな
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ど、新たな試み、取組も進めてきたところであり

ます。現在新型コロナウイルス感染症が再拡大す

る中、今後の状況が不透明ではありますが、現時

点では例年どおりの行事、イベントを予定してい

るところであります。 

  あわせまして、屋外での行事、イベントにつき

ましては、新庁舎建設工事２期工事との調整を図

りながら、屋内につきましては新庁舎くずま～

る、特にもまき×まきホールを活用した新たな行

事、イベントについても検討していかなければな

らないと思っております。 

  次に、２点目の新年度当初予算編成方針と予算

規模についてであります。初めに、予算編成方針

についてでありますが、予算編成作業に当たりま

しては課長以下全ての職員が共通認識の下で取

り組むため、例年各課長等への通知のほか、職員

説明会を開催し、より理解を深めた上で取り組む

こととしております。 

  そうした中、令和５年度当初予算は町総合計画

中期計画の最終年度であり、現時点での計画達成

状況を確認するとともに、計画期間中の目標達成

に向け、施策の関連性、必要性、緊急性を十分に

検討し、明確な戦略を立てて取り組むよう指示し

たところであります。 

  あわせまして、新型コロナウイルス感染症の長

期化、さらにはロシア、ウクライナ情勢による世

界経済の悪化や影響を受け、燃料価格や物価が高

騰している状況を踏まえ、生活者や事業者の支援

に努めるとともに、コロナ終息後を見据えた取組

を進めてまいりたいと考えております。特にも町

の最重要課題であります人口減少対策、地方創生

の取組は、新たな視点による効率的かつ効果的な

事業が推進できるよう、社会情勢の変化や町民ニ

ーズを的確に捉え、創意工夫を凝らした予算措置

となるよう努めてまいります。 

  続きまして、令和５年度当初予算における一般

会計の予算規模でありますが、予算編成方針の策

定過程で試算しました概算による予算計画額は

約 67 億円を想定しており、令和４年度当初予算

額との比較では８億円ほど減額となる見込みで

あります。主な要因としましては、新庁舎建設工

事１期工事、庁舎等の完了などによるものであり

ます。 

  なお、予算計画額につきましては、あくまでも

予算編成方針の策定過程における概算でありま

すので、各部署からの予算要求状況、あるいはそ

の後の予算編成作業、さらには今後の社会情勢の

変化などによりまして変動が見込まれるもので

ありますこと、ご理解をいただければと思いま

す。 

  次に、３点目の新年度のソフト、ハードの新規

主要事業についてであります。先般各部署からの

当初予算に係る要求が締め切られたばかりであ

り、現時点では予算査定等の過程を経て事業を精

査していかなければならない事業などもあるこ

とから、具体的な事業名や内容などを申し上げる

ことができないことをご理解いただきたいと思

います。 
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  一方で、新庁舎建設工事の２期工事、消防分署

棟、車庫棟、大屋根広場、びっくテラスでありま

す。さらには外構工事に係る事業費につきまして

は、本年度債務負担行為を設定させていただいて

おりますことから、予定どおり事業を進めさせて

いただくものであります。 

  改めまして、先ほど２点目の質問でもお答えを

申し上げましたとおり、令和５年度は町総合計画

中期計画の最終年度であることから、それぞれの

施策で掲げております目標の達成に向け、ソフ

ト、ハードの両面から各事業を盛り込んでまいり

たいと考えているものでございます。 

  次に、２件目の新庁舎用物品購入に係る調達等

についてお答えをいたします。１点目の新庁舎用

物品購入に係る契約方法についてであります。当

町の各種契約における主な方法といたしまして、

適切と認める特定多数を通知によって指名し、そ

の特定の参加者を指定入札の方法によって競争

させ、契約の相手方を決定する指名競争入札と、

任意に特定の者を選定して、その者と契約を締結

する随意契約による方法としております。新庁舎

用の物品購入につきましては、今後長期にわたり

使用していく物品等であることから、単に価格要

件のみならず品質や機能など、他の要素を含めた

選定が重要であると思っております。 

  あわせまして、新庁舎は弧を描いた形状である

ことのほか、耐震用のブレス、コンセントやパイ

プシャフトの位置など、現況確認と採寸作業によ

る配置、レイアウトの検討も必要であったもので

あります。こうしたことから、競争入札による調

達が可能であったものについては指名競争入札

で、一方で先ほどご説明させていただきました特

殊な要素がある物品等につきましては随意契約

による調達を採用したところであり、地方自治法

施行令の規定に基づき行っているものでありま

す。 

  次に、２点目の物品購入の主な内容と割当て予

算の消化状況についてであります。物品購入の主

な内容でありますが、執務室で使用するデスク、

椅子、書庫、カウンター、ミーティングテーブル

など業務上必要となる最低限の備品を中心とし

ているほか、各会議室で使用するテーブル、椅子、

町長室をはじめとした特別室の家具類となりま

す。特にも今回は議場前ホワイエ、常任委員会室、

監査委員室、来客対応室など旧庁舎にはなかった

特別室を整備しており、それぞれの家具類が新た

に加わっております。また、そのほかには耐用年

数を経過している家電、あるいは新たに必要とな

る什器、備品類などを想定しているところであり

ます。 

  割当て予算でありますが、当初予算ベースで備

品購入費として約１億 7,300万円、消耗備品費と

して約 1,400万円を計上しており、合わせて１億

8,700 万円としているところであります。現時点

で契約手続を終えている物品につきましては、約

１億 2,500万円となっており、割当て予算の３分

の２程度の消化状況となっているものでありま

す。 
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  次に、３点目の新庁舎用の物品購入に係る町内

商店からの購入実績についてであります。物品購

入につきましては、物品の購入等に係る指名競争

入札参加者の資格及び指名に関する規定におい

て、指名競争入札の参加者を指名するときは物品

購入等に係る資格者のうちから行うものと規定

されております。この資格者とは、入札参加資格

審査申請書を提出した業者であって、資格審査を

経て資格基準に適合すると認められた業者とな

るものであります。 

  一方で、指名の特例としまして、当該物品の種

類、品質等または業務の性質、規模等に照らし、

指名競争入札によることが適当でないと認める

場合には名簿に登載された資格者以外の者を指

名することができるとされております。しかしな

がら、この場合において当該資格者以外の者は資

格審査を受けなければならないと規定されてお

り、実質的に入札参加資格審査申請書の提出が義

務づけられるものであります。 

  こうしたことから、事務手続の状況などから、

備品等の物品を取り扱う町内業者からは入札参

加資格審査申請書が提出されておりませんので、

残念なことでありますが、購入実績はない状況と

なっております。 

  なお、少額の契約につきましては、競争入札に

よらない随意契約が認められているところであ

りまして、入札参加資格を有しない町内業者から

の調達は可能である旨を申し添えさせていただ

きます。 

  次に、４点目の新庁舎管理経費の動向について

であります。新庁舎での業務が 11 月に供用開始

したばかりでありますので、詳細な管理経費の動

向につきましては、現時点では把握しかねるもの

でありますが、新庁舎の建設に当たりましてはク

リーンエネルギーの町にふさわしい、環境に配慮

した庁舎をコンセプトに掲げているところであ

ります。 

  具体的な内容としましては、地中熱を利用した

空調、ＬＥＤ照明の採用、断熱サッシによる寒さ

対策、バルコニーによる日射遮蔽、自然通風の確

保のほか、太陽光発電の導入、場所ごとの個別湯

沸かし、清水、地下水でありますが、を利用した

トイレ洗浄、人感センサー点灯、消灯などを加え

た施設となっております。このことにより、化石

燃料の使用量が大幅に削減されることが想定を

されておりますほか、太陽光発電による給電で、

平日の日中の消費電力の約４割を賄い、清水、地

下水の活用で水道水の使用量も抑制できる見込

みとなっているものであります。 

  一方で、これまでなかったエレベーターが設置

されておりますほか、防犯カメラ、電子ロックな

どセキュリティー対策設備、あるいはトイレなど

の衛生設備の増加などによりまして、新たに発生

する管理経費等もありますことから、今後の利用

状況などにより管理経費の動向が明らかになっ

ていくものでありますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  どうもありがとうございました。まず最初に、

主要事業等についてお伺いをいたしたいと思っ

ております。先ほど答弁の中でもありましたとお

り、この３年間、コロナ等で非常に窮屈な思い、

やりたいこともできなかったというふうなこと

がございます。そのように思っております。 

  それからまた、町内の経済も非常に活気がなか

なか表れない、むしろ低迷しているというような

状況ではないのかなと、このように思っておりま

す。この予測は、なかなかつけづらいものがあろ

うかなと、このように思っております。このまま

また３年目になる、今年も今までのような自粛が

続きますと、非常にさらなる厳しさが増してくる

のではないのかなと。 

  それからまた、今加えて急速な円安の進行など

によりまして、生活に直結する食料品や光熱水費

の値上がりが相次いでおります。この物価高につ

いては収まる気配はないようでございまして、今

後どのように価格上昇がなっていくのか、非常に

住民、町民の生活は苦しさを増すばかりなのかな

と、このように思っておりますが、そういったよ

うな状況の中で、見通しはなかなかつけづらいと

思いますけれども、現在の町内の経済の状況、こ

ういったような状況はどのように把握している

のか、お知らせをいただきたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまの議員さんのご質問、町内の経済の状

況はということでご回答させていただきたいと

思います。一つの確認する視点として、持続化給

付金ということで、今年度補助金予算として、こ

れまでの経営と比較して経営が落ちた場合、ある

一定に落ちた場合、補助金が受けられるという制

度の申請が昨年度より増して申請が出ていると

いう状況であります。今般の補正予算にもその旨

はちょっと出しておるんですが、そういった観点

から見て、経営の状況はかなり厳しい状況でとい

うことで、特にも町長の答弁にもありました様々

な、コロナだけではなくて、世界情勢の部分から

も逼迫して、資材であるとか、あとは光熱水費と

いったような経常経費が高騰していることから、

やはり経営が圧迫されて、そのような補助金の申

請が多くなっているというところからも、町内の

経済状況は厳しいものであるんではないかなと

見ております。 

  ただ、そういった中で町としても、ご存じのと

おりエンジョイチケット第２弾、商工会からの要

請を受けまして、追加で発行するであるとか、そ

ういうふうな対策はやっておりますが、そんな中

においてもやはり厳しい状況はその申請状況か

ら見てもうかがえると感じております。 
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  以上です。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  今商工業を基準とした経済内容かと思ってお

りますけども、さらに今農業資材、要望書など来

ているわけでございますが、こういったような農

業関係の経済、どのように捉えているのか、お知

らせいただきたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 服部隆行君 ） 

  お答えを申し上げます。ただいま柴田議員おっ

しゃいましたとおり、関係団体からの要望書も出

ている状況となってございまして、非常に厳しい

状況であるというのは理解をしているところで

ございます。 

  議員おっしゃったとおり、円安、それから世界

情勢、不安定な状況の中で、特にも農業経営に係

る肥料代、それから飼料代、動力光熱費、これら

が非常に高騰しているという現状の中で、今般そ

の対策としましては、今 12 月定例会議におきま

しても補正予算を上程させていただいておりま

すが、そういった対策も含めながら、今後対応し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  来年度の当初予算のあくまでも概算というこ

とで、約 67億円というふうなお話を伺いました。

大型事業であります新庁舎建設第１期工事の分

が、関わりが非常に多いかなと、このように思っ

ております。当町で当初予算の計上額、通常に戻

りつつある額なのかなと思っておりますが、67億

円というこの数値、例年からの数値を持っていっ

た場合、このぐらいなのかなと一応は予測してお

りましたけれども、当初予算ですので、これから

また増額。減額になることはないと思いますけど

も、増額になっていくものと、このように思って

おりますが、予算規模の中で、収入の枠で一番大

きいものは地方交付税かなと思っておりますが、

地方交付税の現時点での見通しなどはどのよう

な見方をしているのか、その内容についてお知ら

せをいただきたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  普通交付税のお尋ねでございましたけども、令

和５年度につきましては令和４年度より若干減
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るのかなというような見通しを立てているとこ

ろでございます。32億円前後になるかなというよ

うなところで捉えているところでございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  地方交付税でございますけども、これまでも若

干余裕のあるような形での予算計上になってい

るわけですが、姿勢はそのような姿勢で臨んでい

くのかどうかもお知らせいただきたいと思いま

す。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  地方交付税につきましては、当初予算におきま

しては過大な予算にならないようなことで進め

てまいりたいというように思っております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  今年度の予算でも公債費の任意の繰上償還費

でございますが、当初予算に令和４年度も計上し

ていたわけでございますが、こういったような公

債費での任意繰上償還も当初予算の計上予定に

なってくるのかどうか、その見通しについてお尋

ねをいたしたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  来年度の当初予算に対する考え方の中で繰上

償還の関係がございますが、これにつきましては

３年ほど前からでありますが、大規模な公共事業

ということで、葛巻病院の整備であったり、ある

いは江刈地区の水道事業、さらには高齢者福祉セ

ンター、そして役場庁舎というようなこと等の想

定される公共事業がありまして、その返還といい

ますか、償還に葛巻病院等が入る状況にあるこ

と、それからその後の償還もまださらに続いてく

るという、こういったふうな状況等を加味しなが

らでありますが、２億円から３億円の繰上償還を

現在は進めながら、そして令和７年、８年にピー

クを迎える、そういうこと等も想定しながらであ

りますが、その対策として現在進めておるもので

ありまして、令和５年度の当初予算につきまして

も繰上償還の減債基金への取崩し等を、最終調整

はまだこの先にあるわけでありますが、していか

なければならないと、このように考えておるもの

であります。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 
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  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  できる限り公債費を増やさないような形の健

全財政へ向けた施策をぜひ取っていただきたい、

このようにも思っているところでございます。 

  それから、もう一つお伺いしたいのは、財政調

整、町債減債、地域づくり振興、公共施設、この

整備の４つの主要基金の活用なんですが、できる

限りこういったような基金については活用する

ことが私は望ましいというようなことを申し上

げてきたわけでございますが、当初予算でもこの

４つの基金活用策についてどのような対応をし

ていくのか、お尋ねをいたしたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。現在の財政調整基金、それ

から地域づくりの振興基金、さらには今回の減債

基金といいますか、そういうところの今後の考え

方でありますが、今回も予測し難いといいます

か、あるいは財源の不足している部分に対する財

政調整基金の調整が今回の 12 月の定例会議の補

正予算に、一般会計の補正予算にもそういう面

で、先ほどお話ありましたように農業関係の、農

業資材等の高騰であったり、あるいは住民の生活

に大きく直結する、そういう影響度が多く出てお

る状況にございますので、そういう中で今回の 12

月の補正におきましても全町民に対する、そうい

う物価上昇に対する対策の一つになるわけであ

りますが、水道料金の助成をするという考え方で

今回の補正にも計上しているわけでありますし、

それから酪農家、あるいは和牛農家の餌高騰、あ

るいは農業作業の燃料であったり、光熱費等々、

化学肥料だったり、いろいろ年間を通しての高騰

が続いてきているわけでありますが、その対策も

12 月の補正におきまして１億円を超える予算を

計上したところであります。これにつきまして

も、全体としての財源不足が１億 1,800万円ほど

であったと思いましたが、生じたものでございま

して、それに対しては財政調整基金から約 5,000

万円ほど、それから地域振興基金からも 5,000万

円ちょっと、そして予備費から残りの 1,100万円

ほどだと思っておりますが、そういう全体的な調

整をさせていただきました。いずれそういう中で

の財政調整基金からも財源の不足を補うという、

そういう考え方の中で今回調整もさせていただ

いております。 

  それから、地域振興基金につきましては、そう

いう目的に沿う事業に充当するというようなこ

とで、これについても 5,000万円ほどであります

が、そういう調整もさせていただきました。いず

れ考え方として、そういう目的に照らし合わせな

がら基金の有効活用を図ってまいりたいと、この

ように思っておりますので、ご理解を賜りたいと

思います。 
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議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  分かりました。これ何回も何回も、これまでも

活用方法については申し上げてきておりますの

で、有効活用も一層図るべき努力をしていただけ

ればなと、このようにも思っているところでござ

います。 

  先ほど冒頭にも触れさせていただきましたけ

ども、若い世代の施策、進んでいないというふう

な見方はしておりませんが、また来年度、若い世

代の施策で目新しい何かアイデアを持っている

のかどうかお知らせをいただきたいなと、このよ

うに思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。来年度の今、町の最大の課

題であります若者定住ということに対しての来

年度への対応ということでございますが、これに

つきましては、まず１つは特定地域づくり協同組

合を昨年度結成、立ち上げまして、それには手続

上準備もございます、あるいは発信するまでの時

間も整えながらということで、現在 12 月１日で

ありますが、30代の若い青年が今回葛巻の第１号

でありますが、この間採用の辞令交付を町長のほ

うからさせていただいたところであります。 

  いずれ今そういう取組が、やっと地域の振興と

いいますか、普及してきたかなと思っております

が、この後もまた、今町内出身者でありますが、

ほかのほうの町村に就職されている方でありま

すが、この方も近々といいますか、協同組合の職

員として、町の企業、今７社入っているわけであ

りますが、そういうところでの業務の経験等もし

ながら、そして自分の望む、そういう業種の選択、

あるいは１つはそういうことを通じながら、地域

にある資源を生かして自分が起業する、そういう

検討等につきましても先般辞令交付しながら、町

長と一緒に懇談しながら、そういう取組に対して

も積極的に支援をしていく考え方も伝えたとこ

ろであります。 

  いずれそういう中に、地域内に若い人たちが自

分の希望、夢を持って起業できる、そういう環境

といいますか、これにつきましてもしっかりとそ

の支援対策を講じてまいりたいと、このように考

えておりますし、現在もその支援対策といたしま

しては 2,000万円を限度として、８割の支援とい

うことであるわけでありますが、これをさらにそ

れぞれの希望に添ったといいますか、見直しもし

ながら、さらにその内容も充実を図ってまいりた

いと、このように思っておるところであります。 

  それから、今若者の定住、雇用という観点の中

では、２年ほど前から雇用サポートセンターも設

置しながら、そういう細やかな企業との連携を図
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りながらでありますが、進めさせていただいてい

ること、それからもう一つは今高校においての企

業ガイダンスということで、町内の企業 25 社ぐ

らいになるわけであります、事業者。そういう取

組も３年ほどになりますが、進めているところで

ありまして、そういったふうなこと等によっての

今若い人たちの町に対する関心度といいますか、

そういったふうなもの等も以前より高まってき

ていると、このようにも一緒に関わらせていただ

きながら感じたところであります。 

  いずれそうした様々な対策等を充実させなが

ら、今の若者の定住、先ほど以来話あります定住

住宅もまさにそうでありますが、そういう住環境

も含めてでありますけれども、しっかりと対応し

てまいりたいと考えておるものであります。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  分かりました。若い世代の施策もぜひ予算の中

で反映させるように努力をしていただければな

と、このように思っているところでございます。 

  次に、２点目の新庁舎用の物品購入でございま

すが、入札ということで指名競争入札をやってい

ますという先ほどのお話でございました。それは

それといたしまして、やはり町内からの、商店か

らの、中のこういったような大規模な建物が出た

場合での、やはり何か購入していかなければなら

ないような雰囲気が大事ではないのかなと、この

ように思っております。町内からは、指名の申請

がなかったというふうなお話なようでございま

すけども、できる限りこういったような申請のや

り方とか、あまりそう慣れてはいないかなと、こ

のように思っておりますんで、こういったような

絶好のチャンスの際には町内の商店の購入すべ

き、何かいい対策がないものかどうか、お聞きい

たしたいと思います。どうでしょうか。 

  新庁舎ができて、町内の商店が一つも潤わない

というふうなことは、いささか町内の商店街の皆

さんも不可解なところがあるのじゃないのかな

と思います。そういったような指導も含めた今後

の町内商店からの物品の購入の在り方も考えた

らどうかなと、このようにも思っておりますが、

その見解についてお知らせいただきたいと思い

ます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。町内のそういう商店からの

物品の購入という、調達ということでございま

す。まさにそのとおりでございまして、今回の大

きな事業におきましては、先ほど答弁した内容の

中で、どうしても一定の期間の中でそういう諸手

続、あるいは希望の期間内に納入可能な、そうい

う様々な状況も含めて現在のような進め方には
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なったわけでありますが、今後につきましては指

名の関係につきましては、先ほど申し上げたとお

りでございますが、そのほかに、指名競争入札以

外に随意契約、あるいはいろいろ見積り徴収とい

う形の中での調整もあるわけでありますので、購

入する際に地元に調達できるような、そういう整

理等もしっかりと対応しながら、町内の業者にそ

の機会が多くできるように今後内部の調整をし

っかりとしてまいりたいと、このように思います

ので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  柴田勇雄君。 

 

５番（ 柴田勇雄君 ） 

  分かりました。町内の商店を町で使用しないと

いうふうな形になりますと、やはりいろいろな問

題が浮上してくるのかなと、このようにも思って

おります。 

  先ほど予算の消化状況もお聞きしましたら、３

分の２程度は使っているというふうなことで、物

品購入、消耗品、合わせて１億七千数百万円の総

予算に対して３分の２程度残っているというよ

うなことでございますが、必要物品については町

内の商店からもぜひこういったような、町で購入

できるようなシステムをぜひ早急に確立してい

ただきたいなと、このように思っております。先

ほど副町長がそのような姿勢もありますよとい

うふうな話でございますので、そういったような

ことも町内経済を潤すためにぜひやっていただ

きたいなと。３分の２が残っているというような

ことでございますから、まだ購入するチャンスが

あろうかなと、このようにも思っておりますの

で、ぜひそういったような配慮も町内の商店の

方々に示していただいて、公平な購入方法をぜひ

確立していただきたいという要望を申し上げて

私の質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ここで 13時 30分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １２時２８分 ） 

（ 再開時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。３番、近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ３番、近藤聖です。本日４人目、最後の質問と

なります。よろしくお願いいたします。新しい議

場で身の引き締まる思いです。質問させていただ

きます。まず最初の質問は、くずまき型ＤＭＯの

活動内容についてです。くずまき型ＤＭＯは、平

成 28年に発足以来、着々と活動を広げ、幾つもの

実績を上げてきていると感じております。このＤ

ＭＯという言葉を初めて聞いたときは、正直意味
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や中身がよく分かりませんでした。ＤＭＯとは、

英語でデスティネーション・マネジメント・オー

ガニゼーションの頭を取ってＤＭＯだというこ

とですが、やっぱり英語のニュアンスというのは

なかなか分かりにくいといいますか、捉えにくい

といいますか、日本語では観光地域づくり法人と

訳されているようです。国土交通省の観光庁の日

本版ＤＭＯの考え方では、地域の稼ぐ力を引き出

し、観光地経営の視点に立った観光地域づくりを

主眼とした役割、機能を備えた組織と位置づけら

れております。当然既に観光地として成り立って

いる地域や市町村が多く登録していることがう

かがえました。 

  くずまき型ＤＭＯの場合は、観光を切り口とし

ながら、地域経済の活性化、若者の働く場所の創

出、人口減少対策などをむしろ主眼とした活動で

あると伺っております。町の現状や立ち位置、可

能性を広く検討された上での方向性は大変意欲

的で、現実を踏まえながらも将来を見越した事業

活動であると、町民も十分納得できるものである

と考えております。 

  くずまき型ＤＭＯの活動は、毎月の町広報の記

事や、各種イベントや行事などで活動を見かける

機会もあり、町民の皆さんにも浸透してきている

と思われます。今回は、活動内容の不明な点とか、

それから課題と思う点を中心に、町民の皆さんに

さらにＤＭＯを知っていただき、一緒に応援して

いきたいと思い、特にサイクルツーリズムに絞っ

てお聞きします。 

  １点目は、くずまきサイクルツーリズムの現在

までの推進状況と、これまでの実績、成果を伺い

ます。 

  ２点目は、くずまきサイクルツーリズムで今後

どのくらいの利用状況を見込み、どんな波及効果

が期待されるとお考えなのか、展望を伺います。 

  ３点目は、実際に活動を進めていきますと、当

初見えなかった課題が見えてきているのではな

いかと考えられます。今後の課題として、どんな

点が挙げられているのか、どのように課題を解決

していくのか、伺います。 

  次の質問、２項目めの質問は、町の文化財行政

についてです。日頃、町長、町当局においては、

文化あるいは文化財について大変心配りをされ

ているのではないかと、その都度その都度お会い

して感謝をしております。私は、文化財や文化財

保護について、特に詳しい知識や知見を持ってい

るわけではありません。しかし、葛巻町の各所に

ある神社、寺院、お社、石碑、建造物、先人の遺

物、書き物等々を拝見したり、お聞きしたりする

たびに、それらを大切に保存し、維持し、価値を

明らかにして次の世代に伝えていかなければな

らないと考えております。なぜなら、それらの文

化財は現在の葛巻町につながる歴史を物語る貴

重な資料であり、町民の意識や誇り、町民として

のアイデンティティーを育てる大切な財産だと

考えるからです。もっと言うと、日本人の精神文

化のもととなっていると考えてもいいかもしれ

ません。そのように私は感じております。 
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  文化財は、単に現状保存するだけだと、必ず老

朽化し、壊れていきます。何もせず放っておけば

なくなってしまい、誰の記憶にも、記録にも残ら

なくなります。文化財を長く伝えていくには、人

の手と人の思いと環境、財政的な支えなど、いろ

いろな条件が整うことが必要であると強く思い

ます。今回は、町の文化財行政の現状や、今後文

化財をしっかり保護していく施策と体制は十分

なのだろうかという視点で質問させていただき

ます。 

  まず１点目は、町内有形文化財、特に町民の生

活や慣習に強く結びついていると思われる神社

やお社などの保守と維持活動は十分か、現状をど

のように把握しておられるかを伺います。 

  ２点目は、町内文化財、これは神社やお社に限

りませんけれども、有形文化財の調査と研究を今

後どのように進めていくのか、今後の考え方と、

方向性や計画を伺います。 

  ３点目は、町内の有形文化財をもっと発信し、

町の財産として町民の皆さんにさらに意識づけ

ていくことが大切と思っておりますけれども、い

かがお考えでしょうか、お伺いします。 

  以上、２つの項目、６点の質問をまず最初にし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  ただいまの質問、くずまき型ＤＭＯの活動内容

について、その中での１点目でありますくずまき

サイクルツーリズムの推進状況とこれまでの実

績、成果ということでありますので、お答えをい

たしたいというふうに思います。実績、成果、最

近取組を始めた新しい挑戦でありますサイクル

ツーリズムでありますこと、午前中の辰柳議員の

一般質問の中にもございました、まずやってみる

こと、これが大事で、挑戦している間に課題が見

えてきたら、その都度対応していこうと、そうい

った思いでの取組、私も同感であるものでありま

すので、職員のこういった挑戦に対する意欲、夢

を持ってチャレンジするということを私は大事

に育ててまいりたいと、そのように思うものであ

りまして、そういった思いを込めての答弁とさせ

ていただきたいというふうに思います。 

  くずまき型ＤＭＯにつきましては、平成 28 年

９月にくずまき観光地域づくり協議会を設立し、

観光を切り口として、地域ＧＤＰを拡大するとと

もに、若い世代にとって魅力的な働く場を創出し

ていくことで、町の最重要課題である人口減少に

歯止めをかけることを目的にスタートいたした

取組であります。 

  くずまきサイクルツーリズムは、くずまき型Ｄ

ＭＯ事業の一つとして、町が持つ自然景観や地理

的環境を生かし、観光誘客による交流人口を拡大

するため、普及拡大に鋭意取り組んでいるもので

あります。これまでの町内のモデルコースを掲載

いたしましたサイクルマップを作成いたしたほ
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か、サイクルラックや整備工具などを配備したサ

イクルステーションの設置など、サイクルツーリ

ズムを実践するための環境整備に取り組んでき

たところでございます。 

  また、観光客や町民が気軽に自転車を利用でき

るよう、観光宿泊施設や町中心部の店舗などにレ

ンタサイクルを配置しているほか、周遊観光の要

素を取り入れたイベント、サイクルフォトハンテ

ィングなども開催をしております。しかしなが

ら、新型コロナウイルス感染症の影響によりまし

て全国的に観光需要が落ち込む中、当町において

も交流人口が激減している影響を受け、利用が低

調でありましたが、今後の観光需要の回復に期待

を寄せているところでございます。 

  次に、２点目のくずまきサイクルツーリズム

で、これからどのくらいの利用向上と波及効果が

見込まれるかという質問でありますが、国では平

成 29年に自転車活用推進法を施行いたしまして、

翌 30 年には自転車活用推進計画を、令和３年に

は第２次計画を策定したところであります。自転

車の交通の役割拡大はもとよりでありますが、健

康長寿社会の実現、観光立国の実現、事故のない

安全で安心な社会の実現などを掲げているもの

であります。 

  また、県におきましても、地域の実情に応じた

地方版自転車活用推進計画を策定し、利用環境、

健康づくり、観光振興、安全安心の分野において

８つの施策に取り組むこととしておりまして、そ

の一つに地域資源を生かしたサイクルツーリズ

ムの推進が挙げられているものであります。 

  町では、こうした国、県の取組を注視するとと

もに、今後自転車利用者の増加も見込まれること

から、これまで取り組んできた実績を踏まえなが

ら、さらなる利用向上と集客に向け、力を入れて

まいりたいと考えております。 

  あわせまして、くずまき型ＤＭＯ事業の本来の

目的であります観光を切り口とした地域ＧＤＰ

の拡大、若い世代にとって魅力的な働く場の創出

につなげること、最もそのことが大事な波及効果

でありますので、地域経済がしっかりと潤う仕組

みの取組を進めてまいりたいと考えております。

こうした取組が、やがてサイクルツーリズムのみ

ならず町の地域資源を生かした様々な観光形態

に発展をし、季節を問わず、多くの方にこの町に

訪れていただけるようになることも波及効果と

して目指す一つの取組であるものであります。 

  次に、３点目のくずまきサイクルツーリズムの

今後の課題をどのように捉えているかという点

でありますが、観光を切り口とした場合、１日の

中で一時間でも長く滞在をしていただき、地域経

済が潤う仕組みづくりが大事であります。そのた

めには町が持つ魅力を生かした葛巻ならではの

観光資源を充実していくことであると認識をい

たしております。 

  あわせまして、町内に点在する観光資源を周遊

するモデルコースを複数準備することで、長期滞

在やリピーターの獲得につながるものでありま

すので、観光コンテンツの磨き上げがさらに重要
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であるというふうに思っております。 

  また、葛巻での旅プランを紹介する観光コンシ

ェルジュや安全なサイクリングをサポートする

サイクルガイドなどの観光地域づくりを担う人

材育成を進めることによって、町のホスピタリテ

ィー、おもてなしの力をさらに高めることも大事

だというふうに認識をいたしております。 

  さらには、様々な環境が整っても効果的な情報

発信ができなければ誘客の増加は期待できない

ものでありますので、交流人口のみならず関係人

口の拡大も図り、観光を切り口とした地域経済の

活性化がさらに進展するように今後も取り組ん

でまいりたいと、そのように思っております。 

  次に、２点目の町の文化財行政について、その

中での町内文化財、特に神社や社、ほこら等の保

守と維持活動は十分かと、そういうご質問であり

ますが、現在指定する文化財等は天然記念物 17

点、有形指定文化財 18点、うち神社、社などは馬

淵神社の１点を指定しているところであります。

また、文化財指定はしておりませんが、町内には

172 の神社や社などが確認をされておりまして、

所有者や地域などで管理がされているものと認

識をいたしております。 

  ご質問の保守、維持活動についてであります

が、指定文化財の管理、修繕につきましては、町

条例の規定によりまして原則所有者が行うもの

とされております。 

  一方で、文化財の修繕には多額の費用を要する

場合もあることなどから、町では所有者からの申

出により、必要に応じ、その修繕費の一部を助成

しているところであります。また、町の教育委員

会が任命しております文化財保護委員による文

化財パトロールの実施による調査などにより、適

切な保守、保全について所有者のご理解を得なが

ら、必要な措置を講じているところでもありま

す。 

  一方で、所有者の高齢化や継承者の不在など、

今後新たな課題も想定されることから、所有者と

の情報共有はもとより、県立博物館学芸員などか

ら助言、指導いただきながら、適切な保守あるい

は維持が図られるよう進めてまいりたいと考え

ております。 

  次に、２点目の町内文化財の調査と研究をどの

ように進めていくか、考え方と今後の計画につい

てということでありますが、町ではこれまでも町

文化財保護委員による文化財パトロールや勉強

会を実施しながら、文献等の調査研究を行ってき

たところであります。その成果といたしまして、

葛巻町文化財報告書を発刊してきております。こ

の報告書につきましては、これまで第７集まで発

刊されているほか、別冊版として「葛巻の昔」が

発刊されておりますが、現在は第８集「葛巻の鉄

山」の発刊に向け、文化財保護委員の皆さんから

編集作業を進めていただいておるところであり

ます。 

  また、委員、担当者のスキルアップを図るため、

各種研修会への参加のほか、専門的な知見を補う

ため、必要に応じて県立博物館の学芸員から助
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言、指導をいただいているところであります。 

  今後におきましても、これまでと同様に文化財

保護委員の皆さんを中心に進めてまいりまして、

必要に応じて県立博物館とも連携を図りながら、

調査研究事業の充実をさらに図ってまいりたい

と、そのように考えております。 

  ３点目に、町内の有形文化財をもっと発信し、

町民に財産として意識づけることが大切と思う

ということについてでありますが、町では文化財

報告書の発刊のほか、令和３年度から文化財ツア

ーを開催し、町内の有形文化財を身近に感じるこ

とができる機会の創出に努めているところであ

ります。今年度におきましても 10 月に２度開催

をし、延べ 34名から参加をいただき、非常に好評

でありました。したがいまして、引き続きこうい

った機会を多く提供してまいりたいと考えてい

るところであります。 

  また、町では広報をはじめとし、様々な情報発

信媒体がありますので、これらの活用はもとよ

り、町民向けの教室や講座の企画なども進めてま

いりたいと考えております。 

  これまで先人が築き、守り続けてきていただい

た貴重な文化財でありますので、後世にしっかり

と引き継がれていくことはもとよりであります

が、一人でも多くの方の目に触れ、価値が共有さ

れることは非常に大切なことでありますので、町

民の皆様への周知、意識づけの向上にさらに努め

てまいりたいと、そのように思いますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ご回答ありがとうございました。再質問いたし

ます。サイクルツーリズムについて何点か聞きた

いと思いますけども、今答弁の中で利用が思った

よりよくないというか、低調という言葉を使われ

ましたけれども、コロナの影響ももちろんあるん

でしょうし、ほかの理由もいろいろ考えられるの

じゃないかとは思います。 

  私は、この質問をするに当たって、サイクルス

テーションを何件か回って、ちょっとご意見とい

いますか、お話をしてきました。そうしたら、私

自身はそんなに利用は進んでいないんじゃない

かという意識はあったんですが、実は話してみる

と意外といろんな方がいらしているようなんで

す、数までは分かりませんけども。例えば盛岡か

ら来て、葛巻に寄って、山登って、そして戻って、

泊まって、また盛岡へ、全部自転車という方がい

るんだと、うちの店へ寄っていったよという方が

いたり、それから若い方で葛巻の町なかからアイ

スクリーム食べたいからといって自転車を借り

てジェラート店まで行って戻ってきたとか、それ

から道の駅のところでそういうサイクル仲間が

集まって、今度はどこへ行こうと相談していたと

か、そういう話を聞くにつけ、思ったよりもそう

いうのが発信されているんだなというのを実は
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思いました。 

  ですが、先ほど町長さんも、利用が低調という

言葉は使われましたけれども、私自身は利用者が

とか、葛巻に来られる方が少しずつ増えて、定住

や人口増につながっていく、やがてはつながって

いくということを私も期待しているわけですけ

ども、実際にやってみて、手応えといいますか、

見込みと実際の傾向の違いといいますか、その辺

はどの程度に捉えているのでしょうか。担当者、

もしその辺いろいろ検討してみて感じることが

あったらお話しください。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまご質問いただいた件ということで、見

込みと傾向、利用者がどのような傾向があるかと

いうことで、まず最初にお答えさせていただきた

いと思います。町では、このサイクルツーリズム

を推進するに当たり、アクションプラン、くずま

き型サイクルツーリズムのアクションプランと

いうものを令和元年にまず作成しました。その中

で、３つにターゲット、自転車利用者を分類して

おります。この考え方は、町長答弁にもありまし

た国で自転車活用推進法であるとか、岩手県策定

の岩手県自転車活用推進計画にもあります環境、

健康、観光、安全という４つのワードがあります。

そういったような部分の考えから、ターゲットを

サイクリストと呼ばれる上級者、先ほど近藤議員

さんからもお話があった、例えがあったように長

距離を走ってくるようなサイクリスト、そしてサ

イクリング初心者、車で来たんだけど、町なかに

寄ってみて、あっ、レンタサイクルがある、ちょ

っと使って乗ってみよう、ちょっとぶらっととい

う感じの観光客、そういった方々。サイクルツー

リストも観光客の一人ではあるんですが、あと町

民の機運づくり、あと健康増進ということで、３

つのターゲットで考えております。 

  それぞれの利用状況や傾向ということで、次に

お答えさせていただきますと、上級者は町内で通

過しているのをよく見かけたというのは当課で

も把握しておりまして、数に関してはカウントの

しようがございませんので、なかなかないという

ことで、人数の実数に関しましてはないんです

が、よく見かける、あるいはよく立ち寄ってくれ

た、14のサイクルステーションがありますので、

そこの方々に聞いても利用されているようなの

は聞いております。 

  また、観光施設と言われる牧場であったりと

か、グリーンテージの宿泊施設、ワイン工場など

にもよく立ち寄っているというお話はお伺いし

ていることから、こういう方々が好きな時間に好

きなコースを走るということで、何人かは泊まっ

ていただいたりとか、食事をしていただいたりと

いうことで利用がされているということでは聞

いております。これが傾向であります。 

  観光客というか、町を訪れた方という形でいき
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ますと、町なかに来たりとか、風車を見に来たり

とか、先進的な取組を見に来たりとか、視察もあ

りますが、そういった方々が町場に来て、あるい

はグリーンテージ、牧場などに置いてあるサイク

ルを使って町場まで下りてきた、あとその周辺を

歩いている、自転車利用をしているというので

は、実績は昨年度で年間 60人、回数もそのくらい

ということで実績を把握しており、以前は観光客

が多かったときは少し多かったようですが、それ

が先ほど答弁のあった、ちょっと少なくなってい

るというのも比例しているということで回答さ

せていただきたいと思います。 

  そして、町民の部分であるわけですが、こちら

も健康増進や仲間づくり、あとは町なかのイベン

ト等でも自転車利用を促すサイクル利用で来た

らポイント、あるいは商品券を差し上げてイベン

トを盛り上げてくださいといったことで、サイク

ルツーリズムへの機運醸成といいますか、そうい

ったのを進めたりとか、あとはおもてなし、ホス

ピタリティーという言葉を使わせていただいた

んですが、そういったことで町の環境も機運醸成

に努めているといったようなところがございま

す。 

  今後の対応としましては、例えばその１つとし

て、サイクルステーションは今後も整備をしなが

ら、有効的な活用をやっていきたいと思います。 

  観光客、あるいは観光地を訪れた方々が町に、

今度は町なかにも木製の上屋つきの大橋が完成

いたしました。そして、このくずま～る、庁舎を

中心とした町なかのにぎわいが創出される、期待

される新庁舎の完成に伴って、町を訪れる人のさ

らなる増加に期待をして、その方々が町なか周遊

コースを例えば設定して、そういったことで町な

か歩きや町なかサイクルなどを今後ＤＭＯの部

会でも提案できればなということで、実際に今そ

ういうふうな観光マップのほうでも町なか歩き、

あるいは食べるところが、こういったところが、

立ち寄るところがありますよということを紹介

していますので、そういった部分がこのサイクル

ツーリズムの推進につながればと思っておりま

す。そういったことがこのＤＭＯの最大の目的で

あります地域内ＧＤＰの拡大、ついては働く場の

創出ということになるように町内巡りで飲食店

の利用や町内の宿泊、町内経済に波及するような

仕組みになればということで現在取り組んでい

っている状況でございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。着々と進むといいです

ね。これ自転車は、やっぱり自転車文化だと思う

んです。自転車を単に乗るという、用足しに乗る

というのではなくて、自転車を文化として根づか

せたいというのが一つはあると思うんですけれ

ども、先ほどの回答にありましたアクションプラ

ン、私も読ませていただきました。すごいプラン
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だなと思って、四十何ページですか、ずらっとあ

って、私も読ませていただきましたけども、すば

らしい計画だなと思って、非常に事細かにつくら

れているなと思いました。 

  先ほどのターゲットの話ですが、今お話、回答

いただいたのは、どちらかといえばターゲット１

と２という感じがするんです。ターゲットの３が

町民なんですけども、町民がみんな乗るようにな

るというのはある意味理想だと思うんですけど

も、葛巻では自転車文化という、そこまでいかな

くても、スポーツ競技、健康維持向上のためにし

ょっちゅう自転車を利用するという、何かそうい

う意識がみんなにあるかというと、そうでもない

と思うんです。特定の人はいるんですけども、こ

のアクションプランの３がもしかすると一つの

大事なところかなと思うんですけども、そういう

町民への浸透度、それをこれから上げていく必要

があると思うんですが、つまり十分ではないんじ

ゃないか。先ほど広報での呼びかけのようなお話

もありましたけども、何かもっと強い働きかけが

ないと、なかなかそこまではいかないんじゃない

か。また、時間をかけないとならないんじゃない

かという気がするんですが、その辺についてはど

のようにお考えでしょうか。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまのご質問にお答えいたします。町民へ

の浸透度に向けて、時間がかかるということでお

っしゃいましたけども、まさにそのとおりで、葛

巻は私の感覚もそうなんですが、冬場、どうして

も乗れる期間が、寒ければ車あるいは公共交通機

関のバスとか、そういったものを利用する人が多

くてなかなか、あと距離が遠いといったことから

自転車に乗る時間が少ない、あるいは機会が少な

いといったことからも利用が少ないのかなとい

ったものは感じております。 

  しかしながら、先ほどちょっと申し上げたイベ

ントでの町場に来たら乗ってみましょう、あるい

はバスで葛巻町に、町場のほうに車で来たとき

も、イベントなどでは自転車利用ができますよと

いったのをやって機運を醸成して、自転車の利用

を促進していく、そういうふうなのがまず１点挙

げられるんではないかなと思います。 

  それから、新しい取組として、これはいらっし

ゃい葛巻推進課とか担当課だけで取り組むので

はなくて、庁舎、役場全体でひとつ取り組みまし

ょうということで、職員提案から出ました、今年

度新たにスポーツ習慣化促進事業ということで、

これは健康福祉課の事業なんでございますが、ウ

オーキングをしたり、ランニングをしたり、その

中にサイクリングも取り入れて、そういったこと

でスポーツの習慣化、ポイント制で、それで商品

券とかがもらえるようなということで、スポーツ

を目標とすれば習慣化しましょうということの

中にサイクリングを取り入れております。そうい
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った分野で、行政を横断、連携した広がりも見せ

ております。 

  私の感覚でもありますが、特にも今年役場の工

事等ありまして、若い職員も多いんですが、自転

車を利用して若手あるいは課長さんでも近場の

方は自転車で来ようと、駐車場とかもないのでと

いうことで、それが私たちから発信して、自転車

を実際に使ってみてやるとか、そういうふうな機

運づくりにつながっているんじゃないかなとい

うことで、各種イベント、あるいはそういうふう

な新しい、改めて言いますけども、行政を横断連

携した取組が広がっておりますので、そういうふ

うな部分を今後も一つ一つつなげていって、議員

さんのおっしゃる自転車文化というんですか、そ

ちらのほうも広げて、国の目標としている部分に

近づいて、町がそういうふうな部分での取組をし

ているということにつなげていければなと考え

ておる所存でございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。参考のために町長にお

聞きしたいんですが、庁内用務で時々自転車を利

用されておられますよね。何度もお会いして、あ

あ、町長さん、自転車乗るんだなと思って、いつ

も思っているんですが、町内のサイクルステーシ

ョンにあるレンタサイクルでくずまきサイクル

ツーリズムのコースをお乗りになったことはあ

りますか。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  私は、町内のコースは走ったことありません。

近藤議員はありますか。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。いや、なぜ聞いたかと

いうと、町長さんがもしこのコースを走って、写

真が載ったらすごいＰＲになるんじゃないかな

と思っていたものですから、ちょっと期待を込め

てお聞きしました。 

  私が乗ったことあるかということでしたが、町

長さんは激務でなかなか難しいんだろうなとい

うのは分かりますが、私は先日意を決して借りに

行きました、やどり木さんに。そうしたら、今シ

ーズンの貸出しは終わりと言われて、残念ながら

乗れませんでした。来シーズンに挑戦してみたい

と今思っております。 

  ところで、サイクルロードの今話が出ました

が、サイクルロードマップが出ているのを私も見

て、実は自転車ではなく自動車で回ってみまし
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た。回ってみたところ、ちょっとトイレが使いに

くいよなとか、あるいは自転車だったら多分この

辺にもう一つトイレあったほうがいいんじゃな

いのかな、そうするといいだろうな、屋根つきの

何かあるといいなみたいなことを何か所かで感

じたりはしてきました。自転車で回るのとはちょ

っと感触が違うかもしれませんけども、自転車で

回っても何かそういう課題はまだ出てきそうだ

なと思って、コースの変更や開発、管理などの課

題について改善していく必要があるのじゃない

かと思うのですが、その点についてどうお考えで

しょうか。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまのサイクルコースの変更や開発、ある

いは管理などでの課題とか改善ということでご

質問があったということで回答させていただき

たいと思います。まず、現在町でというか、サイ

クルツーリズムの協議会として設定してあるコ

ースは、最大１時間程度の周回コースから、４時

間、50キロオーバーの町内を回る７つのモデルコ

ースをまず紹介しているということで回答させ

ていただきます。これは、令和２年度に作成した

ものであります。これも実際に部会員といいます

観光部会の若い世代の皆さんが実際にこの場所

に行ってみたり、そして距離と時間をはかってみ

て、こういったコースがいいよねということで策

定したものであります。こういった部分に関して

のコースの再検討というのは毎年やるものでも

ないかなということで、というのは一つのコース

を必ずそういうふうに回るということではなく

て、途中から私はこっちを行ってみたいよねと

か、あとはこっちからこっちを回るというよう

な、そのマップを見て、今年もサイクルフォトハ

ンティングの参加者にも聞いたんですが、そうい

うふうな回り方をしているという人もいて、やっ

ぱり自由にそこを選んで回っているというよう

なこともありますので、このコースというのは一

つのモデルコースであって、必ずここをポイント

ラリーのように回ってくださいということでは

ないと思いますので、そういったことから一つの

モデルコースということで７つのコースを示し

ているもので、再検討や開発というのはまた必要

な時期、あるいは数年ではなくて、ある一定の時

期、例えば５年とか 10年やってみて、そういった

アンケート、あるいは回答等が得られて、やはり

そろそろこのコースだとかというふうな見直し

があったときに、そういうふうなのが必要に応じ

てやっていくとは考えております。 

  そして、管理の課題ということですが、トイレ

の問題につきましても町では様々な、今も 14 か

所のサイクルステーションというお話をしまし

たが、町内の事業所さんとかにお願いをしてやっ

ております。そういった部分で、なかなか広い町

内でございますので、公共的な部分がなくて、ト
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イレというのは本当は何キロ以内にあればとい

うことも考えられますが、そういった限られた中

でいろんなトイレの場所とかも、ここが使えます

よ、ここが使えますよというのを公共機関を挙げ

たりとか、あとは事業所さん等でお願いできると

ころにトイレの提供のサイクルステーションを

やったりとか、そういうふうな現在努力をしてや

っている途中でございます。今後この機運が広が

れば、じゃ、うちも使ってとかということが議会

の情報発信からも出れば、それは大変ありがたい

ことでございますので、そういった部分での新た

な機運醸成につながって、これが一つの課題であ

るとしたならば、課題解決になるんではないかな

と思っております。 

  そういったことで、コースの変更や開発、あと

は実際に管理ということは、これからまだまだや

っていく中で、出た段階においてそれぞれ適宜対

応してまいりたいと、安全安心な提供ができるよ

うに、快適な利用と安全安心な利用ができるよう

に対処してまいりたいと考えております。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。いろんなことを考えて

いらっしゃるようですので、ぜひ進めていただき

たいと思います。 

  先ほどの町民へのターゲットのこととも関連

するんですけども、葛巻町、やっぱり高齢者多い

ですよね。高齢者、もしかすると一つのキーポイ

ントかな。若い人は、比較的それに応えて乗って

いくということはあるかもしれないけど、高齢者

はなかなかそこまで、ハードルが高いといいます

か、私自身も実はそうだったんですけども、意を

決して行ったというのはそういう意味で、さあ、

サイクルロードへ行くぞと、なかなかそこまで踏

み切るのは勇気が要るといいますか、そういう感

じもありましたものですから。さっきのトイレの

話もそうです。高齢者をもっと意識を高めるとい

いますか、参加者が増えるといいますか、そうい

うことも一つのキーポイントかなと思いますの

で、ぜひ今後お考えいただけたらと思います。 

  次に、もう一点だけツーリズムについてお聞き

します。葛巻では、ある意味先進的に進めている

わけですけども、サイクルツーリズムがほかの

町、市町村でもやっているところが増えてきたよ

うで、最近だと一戸町が力を入れているらしいで

す、ＳＮＳで見たんですけども。県北地域にそう

いうところが出てくると、今後そのような自治体

と連携を進めて、ツーリズムがお互いに盛り上が

るといいますか、そういうことになるとまたいい

んだろうなというふうなことを思いました。例え

ば実施市町村で自転車を乗り継ぎするとか、乗り

捨てがオーケーとか。これは、実はサイクルステ

ーションに取材に行ったときに、あるお店の方か

ら聞いた意見なんです。そういうことがあればい

いよなという話を聞かされて、ああ、なるほど、
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そういうのもあるんだということを思いました。

これは、なかなか広い県北でそういうことが可能

なのかどうか、私には分かりませんけども、一つ

の方法といいますか、面白いやり方ではないかな

と思いました。その辺の利便性を向上したりする

ことは、ツーリズムを盛んにすることにつながる

と思われますので、今後他市町村との連携につい

て何か具体的なお考えがあったらお聞かせくだ

さい。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまご質問のありました他自治体との連

携についてのお考えはということで、ちょっとご

回答させていただきます。まずは、現在他市町村

ということもありますが、盛岡管内でいうと盛岡

振興局が主体となって、管内でちょっと取り組み

ましょうという担当会議はあります。そちらのほ

うで盛岡広域でサイクルルートを設定して、それ

ぞれが今取り組んでいる状況でございます。 

  振興局を離れて、例えば岩手町であるとか、あ

るいは県北の九戸とか、久慈市のほうとは今まだ

連携とか情報交換をしながらやっている状態で

はございませんので、今後県でもそういうふうな

取組というか、計画がございますので、その中で

観光推進という観点から広げられる部分につき

ましては、次のステップということで展開してい

くことはあるんではないかなと、可能性として考

えていかなければならないことだと認識してお

ることであります。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  先ほど町長がおっしゃったように、やってみよ

う、そしてその中から課題を克服して、新しいこ

とに挑戦していこうというのは非常にすばらし

いことだと思います。期待をしておりますので、

今後もぜひ頑張っていただきたいなと思います。 

  ２つ目の項目について、次に伺います。文化財

のことについてですけども、長い年月保存されて

きた文化財というのは、いずれも人の手、人の思

い、その文化財を取り巻く環境、財政的な支えな

どがうまくいって、ある意味奇跡的に残っている

宝物だと思います。葛巻町では、その発信の拠点

の一つはやっぱり郷土資料室とやすらぎの家民

俗資料館じゃないかと、場所としては。もちろん

教育委員会とか、あるいは文化財保護委員会と

か、いろんな形で携わってくださっている方がい

ますけども、やっぱり場所としてはそこかなと思

うんです。郷土資料館の閲覧者を調べてみたら、

４年前から５人、８人、１人、２人と推移してい

るんです。令和２年度、３年度はコロナウイルス

の感染もありましたから、少ないのは当たり前だ

と思うんですが、毎年１桁というのはいかにも寂
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しい感じがします。今回ちょっと取材をしてき

て、県北の近隣の民俗資料館、文化館を５館ほど

取材してきたんですけども、葛巻と同程度のとこ

ろでも最低で３桁、多いところでは 6,000人ほど

年間に入っているというのをお聞きしてきまし

た。そこは観光地の近くの資料館ですので、まあ、

そうだろうなと思いまして。ただ、やっぱりちょ

っと寂しいなと思うんですが、教育長にお聞きし

たいんですが、この現状をどのように捉えておら

れるでしょうか、お願いします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 鹿崎良宏君 ） 

  ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

  現在町内で郷土資料の展示を行っているのは、

議員今お話しいただいたとおり２か所、葛巻小学

校３階の空き教室に開設する葛巻町郷土資料館

と、廃校となった旧小田小学校に地元の運営協議

会が主体となって開設する小田やすらぎの家民

俗資料館、この２か所となってございます。 

  葛巻町郷土資料館には、住まい・民具、食生活、

歴史・考古など６つの展示コーナーに約 600点の

民俗資料を収蔵、展示しており、また小田やすら

ぎの家民俗資料館には地域の農具、民具など

1,500 点余りが収蔵、展示されているところであ

ります。 

  各館の今年度の利用状況についてですが、葛巻

町郷土資料館については、これまで、今年度６件、

46名の来館者があったところでございます。今議

員からお話ありましたように、昨年度については

２件、２名の来館者であったと。それとの比較で

は、多少増加しているというところでございま

す。また、小田やすらぎの家民俗資料館につきま

しては、今年度は３件、13名となっており、昨年

度の４件、25名より減少しております。この３年

間は、コロナ禍も相まって利用者は低調傾向にあ

ると感じておるところでございます。 

  なお、葛巻町郷土資料館については、全国的に

も珍しい小学校内に設けられた資料館であるこ

とから、小学校の社会科の授業や学習にも活用さ

れており、児童生徒が町の歴史により身近に親し

める環境づくりにも大きく貢献しているものと

認識しておるところであります。 

  ２つの資料館ともそれぞれに特徴的な環境に

設置された展示室でありますが、町内外の皆様か

ら訪れていただけるよう、町民の皆様や文化財保

護委員の皆さんのご意見をお伺いしながら、来館

者の増加につながる取組を進めてまいりたいと

考えてございます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。今年度は増えているん

ですね。うれしいことですね。 
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  このような歴史とか文化施設の入館者という

のは、決して続々と訪れたり、どんどん増えてい

くものではないということは重々私も承知して

いるつもりなんですけども、でも長い目で見ると

入館者を増やす努力をするというのは、葛巻だと

やっぱり交流人口を増加させたり、葛巻に目を向

けるといいますか、町への意識を高めるとか、あ

るいは町の、町民の文化度を上げるといいます

か、ちょっと抽象的な言い方ですけども、そのよ

うな働きをすると考えていいと思うんです。そう

いう意味では、まだまだ発信がもっともっとあっ

てもいいのかなというふうに感じております。例

えば資料館を利用したイベントを実施する。書き

物をただ並べる、物を置いておくのではなくて、

資料館を利用したイベントをする、あるいは郷土

の歴史に興味を持つような企画展をする。生涯学

習フェスティバルのときに並べておくのではな

くて、企画展、例えば葛巻には「へえ、そうだっ

たのか」という歴史的なものがあるわけです、小

屋瀬でも馬淵でも。だから、そういうものを特集

して企画展をやるとか、そんなにお金かけなくて

もできることがあるんじゃないかなと思います

ので、何かそんな具体的な方法をこれから考える

ようなことはないでしょうか。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 鹿崎良宏君 ） 

  ただいまのご質問にお答えいたします。今お伺

いしていても「へえ」と思えるようなというのは

大事なところかなと思います。特に児童生徒、学

生に限らず、町民の皆様全てに興味を持っていた

だけるようなものを今後企画してまいるように

検討を進めていきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  まだ時間あるようですので、もう少しお聞きし

たいと思います。先ほど近隣の文化の施設を取材

してきたと言いましたけど、５か所ほど行ったん

ですが、お聞きしたら学芸員を配置しているとこ

ろが５か所のうち１か所、説明のできる専門の担

当者がいるところが３か所、それからそういう方

はいないんだけども、管理者がちゃんと毎日いる

というところが１か所でした。いつでも休館日で

ない日は対応してくださるということだったの

で、行ったんですけれども、やっぱり閲覧者に説

明ができる専門の担当者がいるということはす

ごく大事かなというふうに思うんです。人的な配

置はなかなか難しいかもしれませんけども、予算

的なこともあり。でも、歴史、民俗資料館や博物

館にはぜひともそれができる担当者が必要だと

私は強く思っているんです。できれば学芸員がい

るのが望ましいと思うんですが、そのようなこと
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は考えていらっしゃらないでしょうか、今後のこ

とについてよろしくお願いします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  まなび交流課長。 

 

まなび交流課長（ 大久保栄作君 ） 

  ただいまのご質問にお答えさせていただきま

す。学芸員ということでのお話でございました

が、学芸員とは何かということで、まずご説明さ

せていただきたいと思います。学芸員は、博物館

資料の収集、保管、展示及び調査研究、その他こ

れと関連する事業を行う博物館法に定められた

博物館に置かれる専門的職員とされているとこ

ろでございます。 

  学芸員になるための資格としては、大学、短大

で単位を取得すると、あと文部科学省で行う資格

認定に合格すれば学芸員というふうになるわけ

でございます。このようなことから、当町におき

ましてはこれまで町の施設の規模ですとか、専門

知識の多様性といったことを踏まえまして、専門

の学芸員というものは配置しておらなかったわ

けですが、その都度県立美術館ですとか博物館と

連携しながら、助言、指導をいただいてきたとこ

ろでございます。 

  議員さんのおっしゃるとおり、専門的な知識を

持った学芸員、専門家が常駐、配置されるという

ことは体制の面からも充実して、よりサービスが

提供できる、つながるものでございますが、当面

は高度で幅広い知識を持った人材がそろってい

る、併せてその専門的機材を常駐している専門機

関から指導、助言いただきながら業務を進めてい

きたいと考えているところでございます。 

  あわせて、サービスの向上といった面から、職

員が様々な文化的な知識を高めて説明、対応でき

るような業務の推進にも当たってまいりたいと

考えているところです。よろしくお願いします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ありがとうございます。なかなか難しいとは思

いますけれども、先ほどの取材の中で博物館の方

にお聞きすると、学芸員の配置はどこも厳しいん

ですよとおっしゃっていました。だから、なかな

か大変なんだろうなということは私も感じてき

ましたけれども、しかしそういうことによって新

しいものが開かれるといいますか、新しい文化が

できるといいますか、町民の意識が高まるといい

ますか、そういうことにつながっていくんじゃな

いかと思います。ぜひとも今後検討していただ

き、できればそのように進めていただけたらなと

期待しておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  もう一点だけお聞きします。ちょっと気になっ

ていることが、新大橋が完成して、今後町道浦子

内線の工事が進まれるわけなんですけども、あの
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そばに倉船遺跡というのがあります。縄文だと思

うんですけども、土器も出て、かつて出たはずで

すけども、あの倉船遺跡は今後どのようにしてい

く予定といいますか、計画なのでしょうか。調査

あるいは開発の計画など、現時点でのお考えをお

聞かせください。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  まなび交流課長。 

 

まなび交流課長（ 大久保栄作君 ） 

  ただいまのご質問に答弁させていただきます。

倉船遺跡の関係でございますが、現時点での調

査、今後の計画というものは現段階では具体的な

ものはないものでございますが、議員さんおっし

ゃるとおり、当該地点においては過去にも縄文晩

期の土器が確認されているところでございます。 

  調査、開発ということについては、隣の町の一

戸町の事例が参考になるわけですが、一戸町の縄

文遺跡の出土というんですか、このきっかけが工

業団地の造成がきっかけでございまして、その造

成に伴う事前調査ということで、縄文時代の以降

の古代の末期古墳等が検出されたといったこと

で今に至っているところでございます。このよう

な事例もございますので、今後その周辺で整備が

予定される場合には、直接的に関係が出てくる場

合には、これらの動向を踏まえながら適切に対応

してまいりたいと考えているところです。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  これからちょっと注目していたいと思います。

私は、一戸町の御所野が好きでよく行くんですけ

ども、世界遺産に認定されたということで、ああ

いう場所に行くと非常に気持ちが休まるという

か、何をするわけでもないんですけども、そこへ

行って時間を過ごしてくるということが非常に

私にとっては豊かな時間になっています。そうい

うものが葛巻にももっとあればいいなというふ

うには感じております。だから、今のが駄目だと

いうんではなくて、今後倉船遺跡等、ぜひいろん

な難しい点もあろうと思いますが、人とか予算と

かいろんなことを検討していただいて、文化のそ

ういうものがさらに新しく発見されたり、あるい

は保存、維持、そういうものがずっと十分に行わ

れるようにお願いして質問を終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。終わります。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  これで一般質問を終わります。 

  以上で本日の日程は全て終了しました。 

  お諮りします。議事の都合により明日 12 月６

日から８日までの３日間を休会としたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 
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  したがって、12月６日から８日までの３日間を

休会とすることに決定しました。 

  なお、明日６日は議案審査のため、輝くふるさ

と常任委員会を開催しますので、お知らせいたし

ます。 

  本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １４時２９分 ） 

 

 

 


